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【『
延
喜
式
』
巻
一
七
「
内
匠
寮
」
の
現
代
語
訳
（
稿
）
作
成
に
あ
た
っ
て
】

　
「
古
代
の
百
科
全
書
『
延
喜
式
』
の
多
分
野
協
働
研
究
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

分
野
の
枠
を
越
え
て
『
延
喜
式
』
の
活
用
を
可
能
と
す
る
環
境
を
整
え
る
た
め
、
現

代
語
訳
の
作
成
お
よ
び
将
来
に
お
け
るW

EB

で
の
情
報
発
信
を
目
指
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
る
工
芸
品
等
の
製
造
技
術
を
研
究
す
る

分
科
会
で
検
討
を
進
め
て
い
る
巻
一
七
「
内た
く
み匠
寮り
ょ
う

」（
以
下
、
内
匠
式
と
す
る
）
を

取
り
上
げ
、
現
代
語
訳
（
稿
）
と
し
て
誌
面
に
お
い
て
紹
介
す
る
。

　

内
匠
寮
は
、
主
に
天
皇
が
使
用
す
る
様
々
な
器
物
等
の
製
造
を
担
当
す
る
官
司
で

あ
る
。
中な
か

務つ
か
さ

省し
ょ
う

所
属
の
官
司
と
し
て
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
新
設
さ
れ
、
宝
亀

五
年
（
七
七
四
）
に
典て
ん

鋳ち
ゅ
う

司し

、大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に
画が

工こ
う

司し

・
漆ぬ
り

部べ

司し

を
併
合
し
、

官
営
工
房
と
し
て
の
機
能
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
内
匠
式
に
は
、
鍍
金

等
の
金
属
加
工
や
漆
塗
り
と
い
っ
た
工
程
を
含
む
、
器
物
製
造
に
必
要
な
材
料
等
の

物
品
や
技
術
者
・
労
働
力
を
把
握
す
る
た
め
の
記
載
が
大
半
を
占
め
る
。

　

内
匠
式
の
条
文
構
成
は
、
次
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

・
1
～
4
条　

儀
式
等
の
設
営
に
関
す
る
規
定

・
5
～
37
条　

器
物
製
造
に
必
要
な
物
品
・
作
業
量
に
関
す
る
リ
ス
ト
・
規
定

・
38
～
45
条　

人
事
・
庶
務
等
に
関
す
る
規
定

冒
頭
の
1
～
4
条
に
は
、
元
日
の
儀
礼
（
朝ち
ょ
う

賀が

）
で
の
玉
座
（
高た
か

御み

座く
ら

）
等
の

設
置
を
は
じ
め
、
宮
中
で
行
わ
れ
る
仏
事
や
節
会
の
準
備
に
関
す
る
規
定
が
配
さ
れ

て
い
る
。
次
の
5
～
37
条
は
、
34
条
ま
で
が
内
匠
寮
の
製
造
作
業
に
関
す
る
リ
ス

ト
、
35
～
37
条
が
他
官
司
の
製
造
作
業
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
リ
ス

ト
体
裁
の
5
～
34
条
で
は
、
列
記
さ
れ
る
材
料
等
の
物
品
数
や
作
業
量
は
、
1
個
あ

た
り
の
器
物
を
製
造
す
る
た
め
の
標
準
量
と
し
て
表
示
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
特
に

作
業
量
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
日
分
の
労
働
量
を
基
準
と
し
た
場
合
の
換
算
値
が
記

さ
れ
、
作
業
を
一
日
の
う
ち
に
行
う
と
仮
定
し
た
場
合
の
労
働
者
数
と
し
て
把
握
さ

れ
た
も
の
が
多
く
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
器
物
製
造
に
か
か
る
標
準
的
な
コ
ス
ト

を
把
握
で
き
る
記
載
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
内
匠
式
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ

れ
よ
う
。
末
尾
の
38
～
45
条
で
は
、
工
人
の
管
理
や
他
官
司
と
の
協
業
等
に
関
わ
る
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7　

訳
文
中
の
補
1
、
補
2
等
は
、
本
稿
末
尾
掲
載
の
補
考
の
番
号
と
対
応
す
る
。

8　

補
考
で
『
延
喜
式
』
に
言
及
す
る
場
合
、
内
匠
式
1
大
極
殿
飾
条
な
ど
式
名
・　

　
　

条
文
番
号
・
条
文
名
の
み
の
表
示
と
す
る
。

9　

�

補
考
で
表
示
す
る
他
式
の
条
文
番
号
・
条
文
名
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日

本
史
料　

延
喜
式
』〔
上
・
中
・
下
、
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
七
年
・

二
〇
一
七
年
。
以
下
、
訳
注
本
と
略
記
〕
に
従
っ
て
い
る
が
、
一
部
変
更
し
て
い

る
（
変
更
箇
所
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
延
喜
式
関
係

論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
概
要
説
明
に
付
載
す
る
「
条
文
番
号
一
覧
」https://

w
w
w
.rekihaku.ac.jp/doc/gaiyou/all.pdf

を
参
照
）。

10　

尺
寸
（
長
さ
）・
斗
升
（
容
積
）・
斤
両
（
重
さ
）
と
い
っ
た
度
量
衡
は
訳
し
て

い
な
い
。

※�

メ
ー
ト
ル
法
へ
の
換
算
値
に
つ
い
て
は
、
参
考
ま
で
に
訳
注
本
が
採
用
し
て
い

る
正
倉
院
伝
来
容
器
の
計
測
結
果
等
に
基
づ
い
た
数
値
を
以
下
に
示
す
。

・�

長
さ
…
一
尺=

約
二
九
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
一
丈=

一
〇
尺
／　

一
尺=

一
〇
寸
）

・�

容
積
…
一
升=

約
八
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル=

約
〇
・
八
リ
ッ
ト
ル

（
一
斛=

一
〇
斗=

一
〇
〇
升
／　

一
升=

一
〇
合=

一
〇
〇
夕
）

・�

重
さ
…
一
斤=

約
六
七
四
グ
ラ
ム

（
一
斤=

一
六
両
／
一
両=

四
分
／
　
一
分
＝
六
銖
）

本
稿
に
お
け
る
現
代
語
訳
は
、
神
戸
航
介
が
下
訳
を
行
い
、
堀
部
猛
・
清
武
雄
二
が

内
容
・
語
句
を
検
討
し
、
清
武
雄
二
が
取
り
ま
と
め
た
。
ま
た
、
補
考
に
つ
い
て
は

神
戸
航
介
・
古
田
一
史
が
執
筆
を
担
当
し
た
。

事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
38
～
41
条
に
は
内
匠
寮
所
属
の
工
人
等
の

管
理
に
関
す
る
規
定
が
ま
と
め
ら
れ
、
42
～
44
条
は
他
官
司
と
の
連
絡
に
関
わ
る
規

定
、
45
条
が
欠
勤
の
た
め
に
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
食
料
米
（
不
仕
料
）
の
規
定
と
な

っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
条
文
内
容
の
把
握
の
一
助
と
し
て
、
各
条
冒
頭
に
条
文
概
要
を
付
し

て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の
み
で
簡
便
に
読
み
進
め
て
い
け
る
訳
文
と
す
る
た
め
、
詳

細
な
用
語
説
明
等
は
既
存
の
注
釈
書
に
そ
の
役
割
を
委
ね
（
注
）、
新
た
に
語
句
注

等
を
施
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訳
出
が
困
難
な
語
句
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
ま
ま

の
表
示
と
し
て
ル
ビ
で
訓
読
を
示
す
ほ
か
、
可
能
な
限
り
補
足
的
な
説
明
を
付
加
す

る
訳
文
と
す
る
こ
と
な
ど
で
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
代
語
訳
作
成
の
過
程
で

気
づ
い
た
特
記
す
べ
き
事
項
、
あ
る
い
は
従
来
の
読
み
下
し
や
解
釈
を
変
更
・
訂
正

し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
誌
面
で
の
紹
介
と
い
う
利
点
を
活
か
し
、
本
稿
末
尾
に
補

考
を
加
え
て
い
る
。（
清
武
）

〔
注
〕
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』
中
（
堀
部
猛
・
中
村
光
一
執
筆

担
当
「
巻
一
七　

内
匠
式
」、
集
英
社
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

【
凡
例
】

1　

本
稿
は
『
延
喜
式
』
巻
一
七
「
内
匠
寮
」
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。

2　

現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
と
し
て
土
御
門
本
を
底
本
と
す
る
本
誌
別
掲

の
校
訂
文
を
用
い
る
。

3　

訳
文
中
の
字
体
は
、
原
則
と
し
て
本
誌
別
掲
の
校
訂
文
に
従
っ
て
い
る
。

4　

式
名
・
条
文
番
号
・
条
文
名
お
よ
び
（
1
）、（
2
）
と
い
っ
た
小
見
出
し
は
、

　
　

本
誌
別
掲
の
校
訂
文
に
従
っ
て
い
る
。

5　

校
訂
文
で
示
さ
れ
た
鼇
頭
の
標
注
は
訳
し
て
い
な
い
。

6　

訳
文
中
の
〈　

〉
は
、
校
訂
文
の
注
（
底
本
の
割
書
）
を
表
し
て
い
る
。
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【
内
匠
式
現
代
語
訳
（
稿
）】

1
大
極
殿
飾
条

［
条
文
概
要
］

元
日
の
祝
賀
儀
礼
の
準
備
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

毎
年
元
日
に
天
皇
が
臣
下
の
祝
賀
を
受
け
る
儀
礼
の
準
備
と
し
て
、
前
日
に
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

の
官
人
が
木も

く工
の
長ち
ょ
う
じ
ょ
う
こ
う

上
工
や
雑ざ
っ
く工
等（
補
1
）を
率
い
て
、
大だ
い

極ご
く

殿で
ん

の
玉
座
を
飾
り

付
け
よ
〈
天
蓋
は
八
角
形
に
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
の
上
に
小
さ
い
鳳ほ
う

凰お
う

の
像
を
立

て
、
下
に
玉ぎ
ょ
く
は
ん幡

を
懸
け
る
。
天
蓋
の
八
面
に
は
そ
れ
ぞ
れ
鏡
三
面
を
取
り
付
け
、
頂

上
部
に
大
鏡
一
面
を
取
り
付
け
る
。
天
蓋
の
上
に
大
き
い
鳳
凰
の
像
を
立
て
る
。
合

計
で
鳳
凰
の
像
は
九
体
、
鏡
は
二
五
面
で
あ
る
。
玉
座
の
空
間
を
仕
切
る
幔ま
ん
だ
い台
一
二

基
を
玉
座
の
東
西
そ
れ
ぞ
れ
四
間
に
立
て
る
〉。
ま
た
大
極
殿
の
南
庭
に
白
銅
製
の

大
き
い
火か

炉ろ

を
二
つ
並
べ
立
て
よ
〈
台
を
備
え
、
鉄
製
の
火
袋
に
入
れ
る
〉。
そ
れ

ら
の
位
置
は
大
極
殿
中
央
の
階
段
か
ら
南
に
一
〇
丈
、
そ
れ
ぞ
れ
東
西
六
丈
離
れ
た

位
置
に
並
べ
よ
。
ま
た
、
烏う

像
の
幢ど
う

な
ど
七
種
の
幢
・
旗
を
設
置
す
る
場
所
に
工
人

一
人
を
派
遣
せ
よ
。
外
国
の
使
節
を
迎
え
る
時
も
同
様
に
鋪
設
せ
よ
。
元
日
の
玉
座

を
飾
る
物
品
は
内く
ら
り
ょ
う

蔵
寮
に
収
納
し
、
使
用
に
際
し
て
出
庫
し
て
用
い
よ
。
幔
台
と
火

炉
は
内
匠
寮
に
収
納
せ
よ
。

2
御
斎
会
条

［
条
文
概
要
］

正
月
の
法
会
で
使
用
す
る
僧
の
高
座
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

正
月
八
日
よ
り
十
四
日
ま
で
宮
中
で
行
う
法
会
の
準
備
は
、
前
日
に
長ち
ょ
う

上じ
ょ
う

工こ
う

が

雑ざ
っ
く工
等
を
率
い
て
、
図ず

書し
ょ

寮り
ょ
う

か
ら
僧
が
座
る
高こ
う

座ざ

の
部
品
を
運
び
、
大だ
い

極ご
く

殿で
ん

に
組

み
立
て
て
設
置
せ
よ
。
法
会
終
了
後
に
図
書
寮
に
返
却
せ
よ
。

3
諸
節
条

［
条
文
概
要
］

節
会
の
準
備
と
し
て
豊
楽
殿
等
で
行
う
設
営
の
規
定

［
現
代
語
訳
］

節
会
の
準
備
は
、
前
日
に
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

の
官
人
が
雑ざ
っ
く工

等
を
率
い
て
豊ぶ

楽ら
く

殿で
ん

に
玉
座
の

空
間
を
仕
切
る
軟ぜ

障じ
ょ
う

台だ
い

六
基
を
立
て
よ
〈
三
基
は
玉
座
の
東
の
三
間
に
立
て
、
一

基
は
西
の
一
間
に
立
て
る
。
二
基
は
母
屋
の
西
の
二
間
に
立
て
る
〉。
小こ

安あ

殿ど
の

に
は

信し
な
の濃

布ぬ
の

を
東
側
を
隔
て
る
仕
切
り
お
よ
び
蓋か
さ
し
ろ代

と
し
て
使
い
、
儀
式
終
了
後
に
撤
収

せ
よ
。
舞
台
の
障あ
お
り泥

板い
た

は
三
丈
四
方
の
大
き
さ
と
し
、
行ぎ
ょ
う

幸こ
う

の
二
日
前
に
画え

所ど
こ
ろ

に

作
画
さ
せ
よ
。
た
だ
し
外
国
の
使
節
が
節
会
に
参
加
し
て
い
る
時
は
、
絵
は
六
丈
四

方
と
せ
よ
。

4
五
月
五
日
条

［
条
文
概
要
］

武
徳
殿
で
行
う
五
月
五
日
節
お
よ
び
神
泉
苑
で
行
う
儀
式
の
設
営
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

五
月
五
日
の
節
会
の
準
備
は
、
前
日
に
武ぶ

徳と
く

殿で
ん

に
玉
座
を
覆
う
斗と

帳ち
ょ
う

を
組
み
立
て

よ
。
ま
た
玉
座
の
空
間
を
仕
切
る
軟ぜ

障じ
ょ
う

台だ
い

は
二
基
と
せ
よ
（
補
2
）〈
玉
座
の
壇
か

ら
南
と
な
る
西
の
二
間
に
立
て
る
〉。
神し
ん

泉せ
ん

苑え
ん

も
同
様
に
斗
帳
を
設
置
せ
よ
（
補
3
）。

た
だ
し
軟
障
台
は
一
〇
基
と
せ
よ
〈
天
皇
の
斗
帳
の
東
西
に
五
基
ず
つ
設
置
す
る
〉。

5
銀
器
条

［
条
文
概
要
］

銀
製
の
食
器
類
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

銀
器
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三
・
八
・
九
月
は
一
一
人
〈
工
八
人
、
夫
三
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
二
人

〈
工
九
人
、
夫
三
人
〉。

（
6
）

水み
ず
ま
り鋺

一
口
〈
口
径
六
寸
五
分
、
深
さ
一
寸
五
分
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
大

一
斤
二
両
、
炭
五
斗
、
和
炭
一
石
二
斗
、
油
一
合
五
夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四

～
七
月
は
九
人
〈
火
工
二
人
と
二
分
の
一
人
、
轆
轤
工
二
人
と
二
分
の
一
人
、
研
磨

工
二
人
、
夫
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
七
人
と
二
分
の
一
人
〈
工
一
二
人

と
三
分
の
二
人
、
夫
四
人
と
三
分
の
二
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
二
人
〈
工

一
〇
人
、
夫
二
人
〉。

（
7
）

盤
一
枚
〈
口
径
七
寸
五
分
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
大
一
四
両
、
炭
四
斗
、

和
炭
八
斗
、
油
一
合
六
夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
七
人
〈
火
工
二
人
、

轆
轤
工
二
人
、
研
磨
工
一
人
、
夫
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
七
人
と
三
分
の

一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
七
人
と
三
分
の
二
人
。

6
漆
器
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
が
使
用
す
る
容
器
類
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
が
お
使
い
に
な
る
様
々
な
漆
器

（
1
）

膳お
も
の

櫃ひ
つ

一
合
〈
長
さ
三
尺
三
寸
、
深
さ
八
寸
五
分
、
幅
二
尺
三
寸
〉、
脚
付
き
の
台
一

脚
〈
長
さ
五
尺
四
寸
、
幅
二
尺
四
寸
、
高
さ
一
尺
七
寸
〉、
こ
れ
ら
を
赤
漆
で
塗
る

た
め
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
升
二
合
、
エ
ゴ
マ
油
四
合
、
真
綿
六
両
、
絁
あ
し
ぎ
ぬ・
布
そ

れ
ぞ
れ
一
尺
二
寸
、
炭
一
斗
五
升
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算

し
た
場
合
、
六
人
と
二
分
の
一
人
。

（
1
）

ご
飯
を
盛
る
器
一
合
〈
口
径
六
寸
、
深
さ
一
寸
七
分
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、

銀
大
二
斤
八
両
、
炭
一
石
二
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
石
、
油
三
合
五
夕
。
作
業
量
は
、
一
日
で

仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
六
人
〈
火か
工こ
う

五

人
、
轆ろ
く

轤ろ

工こ
う

四
人
、
研
磨
工
三
人
、
夫ふ

四
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
九
人
〈
工

一
四
人
、
夫
五
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
二
人
〈
工
一
六
人
、
夫
六
人
〉。

（
2
）

酒
壺
一
合
〈
容
量
は
一
斗
五
升
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
大
七
斤
八
両
、
炭

二
石
、
和
炭
七
斛
五
斗
、
油
八
合
六
夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
三
四

人
〈
火
工
一
二
人
、
轆
轤
工
六
人
、
研
磨
工
四
人
、
夫
一
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・

九
月
は
三
九
人
〈
工
二
六
人
、
夫
一
三
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
四
三
人
〈
工

二
九
人
、
夫
一
四
人
〉。

（
3
）

ひ
し
ゃ
く
一
本
〈
柄え

の
長
さ
一
尺
七
寸
、容
量
は
三
合
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、

銀
大
一
〇
両
、和
炭
七
斗
、油
七
夕
。
作
業
量
は
、日
が
長
い
四
～
七
月
は
四
人
〈
火

工
一
人
、
研
磨
工
三
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
四
人
と
二
分
の
一
人
、
日
が
短

い
十
～
正
月
は
五
人
。

（
4
）

酒さ
か

台じ
り

一
口
〈
高
さ
六
寸
三
分
、
幅
六
寸
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
大
一
斤
四

両
、
炭
六
斗
、
和
炭
一
斛
三
斗
、
油
一
合
四
夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月

は
一
〇
人
〈
火
工
五
人
、
轆
轤
工
一
人
、
研
磨
工
二
人
、
夫
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・

九
月
は
一
二
人
〈
工
九
人
と
二
分
の
一
人
、
夫
二
人
と
二
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い

十
～
正
月
は
一
三
人
と
三
分
の
二
人
〈
工
一
一
人
、
夫
二
人
と
三
分
の
二
人
〉。

（
5
）

盞さ
か
ず
き

一
口
〈
容
量
は
三
合
、
蓋ふ
た
・
下
皿
も
付
け
る
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀

大
一
斤
、
炭
六
斗
、
和
炭
一
石
二
斗
、
油
一
合
五
夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四

～
七
月
は
一
〇
人
〈
火
工
二
人
、
轆
轤
工
三
人
、
研
磨
工
二
人
、
夫
三
人
〉、
二
・
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（
2
）

手て

湯ゆ

戸へ

一
口
〈
周
り
の
長
さ
五
尺
八
寸
五
分
、
高
さ
二
尺
五
寸
五
分
〉・
蓋ふ
た

一
枚

〈
周
り
の
長
さ
三
尺
五
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
三
升
、
掃は
い
ず
み墨

五
合
、

貲さ
よ
み
の
ぬ
の布

九
尺
、
真
綿
一
斤
四
両
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
尺
二
寸
、
油
二
合
。
作
業
量

は
五
人
と
三
分
の
二
人
。

（
3
）

水み
ず
ぶ
ね槽
一
口
〈
周
り
の
長
さ
三
尺
五
寸
、
高
さ
一
尺
二
寸
五
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要

な
物
品
は
、
漆
一
升
一
合
、
貲
布
四
尺
、
掃
墨
三
合
、
真
綿
一
〇
両
、
絁
・
布
そ
れ

ぞ
れ
一
尺
二
寸
、
油
二
合
、
炭
一
斗
。
作
業
量
は
二
人
。

（
4
）

手た

洗ら
い

槽ぶ
ね

一
口
〈
周
り
の
長
さ
七
尺
一
寸
、
高
さ
九
寸
。
以
上
の
膳
櫃
か
ら
手
洗
槽
ま

で
の
四
種
は
木も

く工
寮り
ょ
う

が
製
作
す
る
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
二
升
五
合
、

貲
布
八
尺
五
寸
、
掃
墨
五
合
、
真
綿
一
斤
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
尺
二
寸
、
油
二
合
、

炭
二
斗
。
作
業
量
は
四
人
。

（
5
）

大
椀
一
口
〈
口
径
八
寸
六
分
、
深
さ
三
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合

七
夕
、
貲
布
一
尺
、
掃
墨
四
夕
、
真
綿
二
両
。
作
業
量
は
二
分
の
一
人
。

（
6
）

中
椀
一
口
〈
口
径
七
寸
八
分
、
深
さ
二
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合

四
夕
、
貲
布
九
寸
、
掃
墨
四
夕
、
真
綿
二
両
。
作
業
量
は
二
分
の
一
人
。

（
7
）

盤さ
ら

一
枚
〈
口
径
八
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
一
夕
、
貲
布
五
寸
、

掃
墨
三
夕
。
作
業
量
は
二
分
の
一
人
。

（
8
）

窪く
ぼ

杯つ
き

一
口
〈
口
径
五
寸
、
深
さ
一
寸
五
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
七
夕
、

貲
布
三
寸
、
掃
墨
二
夕
。
作
業
量
は
三
分
の
一
人
。

7
朱
漆
器
条

［
条
文
概
要
］

朱
漆
の
器
物
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

朱
漆
の
器

（
1
）

台だ
い
ば
ん盤

一
面
〈
長
さ
八
尺
、
幅
三
尺
三
寸
三
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆

一
斗
一
升
二
合
、
朱し
ゅ
し
ゃ沙

一
斤
四
両
、
帛は
く

四
尺
、
真
綿
三
斤
一
二
両
、
貲さ
よ
み
の
ぬ
の布

二
丈
、

調ち
ょ
う
ふ布

六
尺
、
掃は
い
ず
み墨

二
升
、
油
二
合
、
小
麦
一
升
、
青
砥
・
伊い

予よ

砥と

（
補
4
）〈
そ
の

数
は
実
際
の
使
用
数
に
従
う
。
こ
れ
以
降
の
条
文
で
個
数
を
明
記
し
な
い
も
の
も
ま

た
こ
れ
に
準
ず
る
〉、
炭
一
石
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し

た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
三
八
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
四
四
人
、
日
が

短
い
十
～
正
月
は
五
〇
人
。

（
2
）

台
盤
一
面
〈
長
さ
四
尺
、
幅
三
尺
二
寸
五
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
五

升
六
合
、
朱
沙
一
〇
両
、
帛
二
尺
、
真
綿
二
斤
、
貲
布
一
丈
、
調
布
三
尺
、
掃
墨
一
升
、

油
一
合
、
小
麦
五
合
、
青
砥
・
伊
予
砥
、
炭
五
斗
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七

月
は
一
九
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
二
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
五
人
。

（
3
）

長
さ
八
尺
の
台
盤
の
台
一
脚
〈
長
さ
七
尺
六
分
、
幅
二
尺
五
寸
七
分
、
高
さ
一
尺
五

寸
五
分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
五
升
、
絹
一
尺
五
寸
、
布
二
尺
、
真
綿

一
斤
一
〇
両
、
掃
墨
一
升
、
油
二
合
、
細
布
五
尺
〈
貼
り
付
け
に
用
い
る
〉、
伊
予

砥
・
青
砥
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
個
、
炭
五
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
二
五
人
。

（
4
）

長
さ
四
尺
の
台
盤
の
台
一
脚
〈
長
さ
三
尺
二
寸
、
幅
二
尺
三
寸
、
高
さ
一
尺
五
寸
五

分
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
二
升
五
合
、
絹
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
尺
、
真
綿

一
三
両
、
掃
墨
五
合
、
油
一
合
、
細
布
三
尺
〈
貼
り
付
け
に
用
い
る
〉、
伊
予
砥
・



132

国立歴史民俗博物館研究報告
第 218 集   2019 年 12 月

青
砥
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
個
、
炭
二
斗
五
升
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
三
人
。

（
5
）

酒さ
か

海が
め

一
合
〈
容
量
は
一
斗
五
升
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
升
六
合
、
朱

沙
六
両
、
貲
布
五
尺
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
二
尺
、
真
綿
八
両
、
掃
墨
二
合
、
油
一
合
。

作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
三
四
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
四
〇
人
、
日

が
短
い
十
～
正
月
は
四
六
人
。

（
6
）

花は
な

盤ざ
ら

一
枚
〈
口
径
九
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
五
夕
二
撮
、
朱
沙

一
分
四
銖
、
貲
布
九
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
二
寸
、
真
綿
三
分
、
掃
墨
二
夕
、
油
一

夕
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
、
二
・
三
・
八
・
九

月
は
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
人
と
三
分
の
一
人
。

（
7
）

ご
飯
を
盛
る
椀
一
口
〈
口
径
八
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
二
夕
、

朱
沙
一
分
、
貲
布
五
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
三
分
、
掃
墨
二
夕
、
油
一

夕
、炭
一
升
。
作
業
量
は
、日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
、二
・
三
・

八
・
九
月
は
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
人
と
三
分
の
一
人
。

（
8
）

お
吸
い
物
用
の
椀
一
口
〈
口
径
七
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、漆
一
合
二
夕
、

朱
沙
一
分
、
貲
布
五
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
三
分
、
掃
墨
二
夕
、
油
一

夕
、
炭
一
升
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
と
三
分
の
一
人
、
二
・

三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
人
。

（
9
）

食
器
等
を
の
せ
る
擎し
す
え子
一
口
〈
径
七
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
一

夕
、
朱
沙
一
分
、
貲
布
五
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
二
分
、
掃
墨
一
夕
、

油
一
夕
、
炭
一
升
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九

月
は
一
人
と
三
分
の
一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
。

（
10
）

盞さ
か
ず
き

一
口
〈
口
径
五
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
七
夕
、
朱
沙
一
分
、
貲

布
二
寸
四
分
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
二
分
、
掃
墨
一
夕
、
油
一
夕
、
炭
一

升
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
三

分
の
一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
。

（
11
）

盤さ
ら
一
枚
〈
口
径
八
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
一
夕
、
朱
沙
一
分
、

貲
布
五
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
二
両
、
掃
墨
一
夕
、
油
一
夕
、
炭
一
升
。

作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
二
分
の

一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
人
。

（
12
）

盤
一
枚
〈
口
径
七
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
合
、
朱
沙
一
分
、
貲
布

四
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
二
分
、
掃
墨
一
夕
、
油
一
夕
、
炭
一
升
。
作

業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
二
分
の
一

人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
人
。

（
13
）

盤
一
枚
〈
口
径
六
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
七
夕
、
朱
沙
一
分
、
貲
布

二
寸
四
分
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
二
分
、
掃
墨
一
夕
、
油
一
夕
、
炭
一
升
。

作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
三
分
の

一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
。

（
14
）

盤
一
枚
〈
口
径
五
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
六
夕
、
朱
沙
一
分
、
貲
布

二
寸
、
絁
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
寸
、
真
綿
一
分
、
掃
墨
一
夕
、
油
一
夕
、
炭
一
升
。
作

業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
人
と
三
分
の
一

人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
人
と
三
分
の
二
人
。
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8
瓜
刀
条

［
条
文
概
要
］

瓜
を
割
る
小
刀
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

瓜
を
割
る
小
刀
二
〇
本
〈
刃
の
長
さ
は
五
寸
。
毎
年
五
月
一
日
・
七
月
一
日
の
二

度
、楊や
な
い
ば
こ筥

一
合
に
入
れ
て
進
上
す
る
。
筥
は
所
定
の
年
間
製
造
数
の
中
か
ら
用
い
る
〉

の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
堅
い
鉄
大
六
斤
四
両
、
膠に
か
わ

小
一
二
両
、
木と
く
さ賊

小
八
両
、

伊い

予よ

砥と

二
個
、
ヒ
ノ
キ
の
材
三
分
の
一
本
〈
鞘
の
材
料
〉、
紙
一
〇
枚
〈
小
刀
の
筥

に
敷
く
〉、
和に
こ

炭ず
み

三
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
七
五
人
〈
工
七
〇
人
、
夫ふ

五
人
〉。

9
革
筥
条

［
条
文
概
要
］

毎
年
一
定
数
を
納
め
る
革
筥
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

毎
年
製
造
す
る
革
筥
は
二
〇
合
。
こ
の
う
ち
夜
着
を
入
れ
る
筥
四
合
〈
二
合
は
そ
れ

ぞ
れ
長
さ
二
尺
、
幅
一
尺
八
寸
五
分
、
深
さ
五
寸
。
二
合
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
二
尺
、

幅
一
尺
七
寸
、
深
さ
四
寸
〉、
衣
の
筥
六
合
〈
雁か
り
は
な鼻
。
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
一
尺
五
寸
五

分
、
幅
一
尺
三
寸
、
深
さ
二
寸
五
分
〉、
刀
を
下
げ
る
緒
の
筥
一
合
〈
長
さ
一
尺
二

寸
二
分
、
幅
一
尺
一
寸
二
分
、
深
さ
二
寸
〉、
手
ぬ
ぐ
い
の
筥
二
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
一

尺
二
分
四
方
、
深
さ
八
分
〉、
唾つ
た
の
ご
い巾
の
筥
二
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
一
尺
五
分
、
幅
八

寸
、
深
さ
八
分
〉、
櫛
の
筥
四
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
一
尺
一
寸
五
分
、
幅
一
尺
三
寸
、

深
さ
一
寸
五
分
〉、
小
刀
の
筥
一
合
〈
雁
鼻
。
長
さ
一
尺
二
寸
、
幅
一
尺
、
深
さ
一

寸
二
分
〉。
こ
れ
ら
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
牛
の
皮
一
〇
枚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ

八
尺
以
下
七
尺
以
上
〉、
鹿
の
皮
一
〇
枚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
以
上
〉、
漆
六
斗
六

升
四
合
、
熟に

お麻
二
〇
斤
七
両
〈
革
を
張
る
縄
に
用
い
る
〉、
帛は
く
一
丈
五
尺
、
石い
わ

見み

の

庸よ
う

の
真
綿
二
二
斤
一
〇
両
、
掃は
い
ず
み墨
二
斗
四
合
、
貼
り
付
け
に
用
い
る
信し
な
の濃
調ち
ょ
う
ふ布
四
端

二
丈
五
尺
、
小
麦
二
斗
四
合
、
伊い

予よ

砥と

五
個
、
青
砥
四
枚
、
橡
つ
る
ば
み

の
絁
あ
し
ぎ
ぬ

一
疋
三
丈

〈
革
筥
工
三
人
の
衣
・
袴
に
用
い
る
〉、
苧
か
ら
む
し

四
斤
九
両
〈
革
筥
の
縁へ
り

に
用
い
る
〉、
絹

六
尺
四
寸
、
油
三
升
三
合
、
鉄
二
廷
〈
皮
焼
と
皮
刀
に
用
い
る
〉、
調
布
八
尺
八
寸
、

炭
九
斛
二
斗
五
升
、
和に
こ

炭ず
み

二
斛
二
斗
三
升
、
歩あ
ゆ
み
い
た板

六
枚
〈
筥
の
成
形
に
用
い
る
〉。

作
業
量
は
、
延
べ
七
六
一
人
〈
工
七
一
〇
人
、
夫ふ

五
一
人
〉。

10
柳
筥
条

［
条
文
概
要
］

毎
年
一
定
数
を
納
め
る
柳
筥
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

毎
年
製
造
す
る
柳や
な
い
ば
こ筥

一
六
八
合
〈
一
尺
六
寸
以
下
一
尺
以
上
〉
に
必
要
な
物
品
は
、

ヤ
ナ
ギ
一
〇
三
連
〈
山や
ま

城し
ろ
の

国く
に

が
進
上
す
る
〉、
筥
の
編
み
上
げ
に
用
い
る
生
糸
一
二

斤
、
拭
き
取
り
に
用
い
る
調ち
ょ
う
ふ布
一
丈
、
ヤ
ナ
ギ
の
水
漬
け
に
用
い
る
商し
ょ
う
ふ布
一
段
。
作

業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は

三
三
六
人
〈
工
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
三
九
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は

四
四
八
人
。

11
年
料
屏
風
条

［
条
文
概
要
］

毎
年
一
定
数
を
納
め
る
屏
風
の
骨
組
み
の
製
造
に
必
要
な
材
料
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

毎
年
製
造
す
る
高
さ
五
尺
の
屏
風
五
〇
帖
の
骨
組
み
に
必
要
な
物
品
は
、
ス
ギ
の
材

木
は
大
七
五
本
〈
一
本
半
を
一
帖
に
充
て
る
。
五
〇
本
は
近お
う
み
の
く
に

江
国
が
進
上
し
、
二
五

本
は
天
皇
へ
の
上
奏
を
必
要
と
す
る
請
求
〉、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
〇
本
〈
七
本
は
枠

木
一
二
〇
〇
本
に
用
い
る
。
三
本
は
釘
を
鋳
造
す
る
鋳
型
を
成
型
す
る
た
め
の
押お
し
が
た形

に
用
い
る
〉、
波は

多た

板い
た

四
枚
〈
鋳
物
の
押
形
の
製
作
に
用
い
る
〉、
純
度
の
高
い
銅

一
三
二
斤
一
三
両
二
分
〈
三
九
斤
一
三
両
二
分
は
角
金
具
一
二
〇
〇
枚
の
製
作
に

用
い
る
。
一
二
両
を
二
四
枚
分
に
充
て
、
斤
ご
と
に
損
分
と
し
て
一
両
を
加
え
る
。
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九
三
斤
は
長
さ
五
分
の
花
釘
一
八
六
〇
〇
本
の
鋳
造
に
用
い
る
。
一
斤
で
二
〇
〇
本

を
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
一
〇
三
両
四
銖
〈
五
〇
両
は
角
金

具
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い
る
。
一
両
を
二
四
枚
分
に
充
て
る
。
五
三
両
四
銖
は
花
形

の
釘
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い
る
。
一
両
を
三
五
〇
本
分
に
充
て
る
〉、
銀
ア
マ
ル
ガ
ム

二
五
両
二
分
〈
角
金
具
の
文
様
の
一
部
の
銀
メ
ッ
キ
に
用
い
る
。
二
分
を
二
四
枚
分

に
充
て
る
〉、
水
銀
八
三
両
二
分
二
銖
〈
二
五
両
は
角
金
具
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い
る
。

三
九
両
三
分
二
銖
は
釘
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い
る
。
一
八
両
三
分
は
銀
と
混
ぜ
て
銀
ア

マ
ル
ガ
ム
の
製
作
に
用
い
る
〉、
鉄
四
廷
〈
三
廷
は
釘
を
鋳
造
す
る
湯と
う
か
ん鑵

に
用
い
る
。

一
廷
は
釘
を
鋳
造
す
る
押
形
の
補
強
に
用
い
る
〉、
漆
一
斗
二
升
五
合
〈
二
合
五
夕

を
枠
木
二
四
本
分
に
充
て
る
〉、
絹
一
丈
、
布
二
端
二
丈
、
石い
わ

見み

の
真
綿
四
斤
二

両
、
麻
大
一
〇
斤
、
掃は
い
ず
み墨

四
升
、
油
一
升
、
酢
九
升
三
合
、
猪
の
毛
一
〇
把
、
矢
竹

一
五
〇
株
〈
花
形
の
釘
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い
る
〉、
筆
一
五
本
〈
角
金
具
の
作
画
に

用
い
る
〉、
墨
二
廷
、〈
筆
と
同
じ
用
途
〉、
洗あ
ら
い
が
わ革

四
枚
、
伊い

予よ

砥と

七
個
、
青
砥
三
枚
、

炭
七
一
斛
七
斗
、
和に
こ

炭ず
み

六
七
斛
九
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
二
〇
八
四
人
〈
骨
組
み
を

作
る
工
二
五
〇
人
。
一
帖
の
製
作
に
五
人
を
充
て
る
。
角
金
具
を
作
る
工
一
三
〇
〇

人
の
内
訳
は
、
角
金
具
を
鍛
造
す
る
工
人
四
〇
〇
人
、
や
す
り
が
け
・
研
磨
を
行
う

工
人
四
〇
〇
人
、
銀
メ
ッ
キ
・
彫
金
・
磨
き
上
げ
を
行
う
工
人
五
〇
〇
人
。
花
形
の

釘
を
作
る
四
三
四
人
の
内
訳
は
、
釘
を
鋳
造
す
る
工
人
六
二
人
、
や
す
り
が
け
を
行

う
工
人
三
一
〇
人
、
金
メ
ッ
キ
と
磨
き
上
げ
を
行
う
工
人
六
二
人
。
夫ふ

一
〇
〇
人
〉。

12
年
料
几
帳
条

［
条
文
概
要
］

毎
年
一
定
数
を
納
め
る
几
帳
の
骨
組
み
の
製
造
に
必
要
な
材
料
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

毎
年
製
造
す
る
几き

帳ち
ょ
う

八
基
〈
高
さ
四
尺
の
も
の
四
基
、
三
尺
の
も
の
四
基
〉
の
骨

組
み
に
必
要
な
物
品
は
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
八
本
〈
柱
を
立
て
る
台
と
柱
・
横
木
に
用

い
る
。
内た
く
み匠
寮り
ょ
う

が
管
理
す
る
山
林
か
ら
調
達
す
る
〉、
純
度
の
高
い
銅
一
四
両
、
金

ア
マ
ル
ガ
ム
一
両
一
分
、
水
銀
二
分
、
漆
二
升
、
帛は
く

一
尺
二
寸
、
絹
二
尺
、
布
一
尺

二
寸
、
石い
わ

見み

の
真
綿
一
〇
両
、
掃は
い
ず
み墨

六
合
、
油
三
合
、
伊い

予よ

砥と

半
個
、
青
砥
一
枚
、

炭
八
斗
、
和に
こ

炭ず
み

一
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
七
七
人
〈
木
工
三
〇
人
、
漆
工
三
二
人
、

金
物
工
一
五
人
〉。

13
御
鏡
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
の
鏡
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
の
鏡
一
面
〈
七
寸
四
方
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、純
度
の
高
い
銅
大
四
斤
、

錫す
ず

大
一
斤
四
両
、
銀
大
一
二
両
、
熬い
り
ず
み炭

五
斗
、
和に
こ

炭ず
み

五
斗
、
伊い

予よ

砥と

、
青
砥
、
鉄て
つ

精し
ょ
う

二
分
、
帛は
く

二
尺
五
寸
、
真
綿
四
両
、
調ち
ょ
う
ふ布

二
尺
、
油
一
合
。
作
業
量
は
、
一
日

で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
二
二
人
〈
鋳
造
工

二
人
、
研
磨
工
一
八
人
、
夫ふ

二
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
二
五
人
と
三
分
の
二

人
〈
工
二
三
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
二
人
と
三
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月

は
二
九
人
と
三
分
の
一
人
〈
工
二
七
人
、
夫
二
人
と
三
分
の
一
人
〉。

14
御
帯
条

［
条
文
概
要
］

メ
ノ
ウ
を
用
い
た
天
皇
の
腰
帯
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

メ
ノ
ウ
を
用
い
た
天
皇
の
腰
帯
一
条
〈
六
道
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
馬
の
革

一
条
〈
長
さ
七
尺
、
幅
六
寸
〉、
縫
製
に
用
い
る
生
糸
一
分
、
拭
き
取
り
に
用
い
る

調ち
ょ
う
ふ布
五
寸
、
革
帯
の
上
下
の
縁
に
入
れ
る
苧
か
ら
む
し

小
一
両
、
革
を
張
る
縄
に
用
い
る
麻

小
七
両
、
貼
り
付
け
に
用
い
る
米
一
合
、
革
の
な
め
し
に
用
い
る
油
一
合
、
塩
三
合
、

糟か
す

三
升
、
染
め
に
用
い
る
酢
一
合
、
漆
三
夕
、
炭
五
升
、
帯
を
飾
る
石
一
個
〈
四
寸

四
方
〉、
石
の
加
工
に
用
い
る
大
坂
の
沙
一
石
、
鉄
三
廷
半
、
裏
側
の
座
金
と
留
め
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金
に
用
い
る
銀
大
六
両
。
作
業
量
は
、一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、

日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
七
五
人
〈
革
工
七
人
、
石
工
七
二
人
、
銀
工
一
五
人
、
夫ふ

八
一
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
二
〇
四
人
と
三
分
の
一
人
〈
工
一
〇
九
人
と
三

分
の
二
人
、
夫
九
四
人
と
二
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
三
三
人
と
三

分
の
一
人
〈
工
一
二
五
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
一
〇
八
人
〉。

15
御
大
刀
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
が
佩
用
す
る
大
刀
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
が
佩
用
す
る
大
刀
一
口
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
堅
い
鉄
一
〇
斤
五
両
、
装

飾
に
用
い
る
銀
大
五
両
、
鮫
の
皮
一
条
〈
長
さ
六
寸
、
幅
三
寸
五
分
〉、
シ
イ
の
材

一
本
〈
長
さ
二
尺
五
寸
、
幅
三
寸
、
厚
さ
一
寸
〉、
鹿
の
革
一
条
〈
長
さ
三
尺
五�

寸
、
幅
七
寸
〉、
膠に
か
わ

小
二
両
、
漆
二
合
、
漆
の
濾
過
に
用
い
る
帛は
く

二
尺
、
真
綿
六
両
、

調ち
ょ
う
ふ布
三
尺
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長

い
四
～
七
月
は
四
三
人
〈
鉄
工
一
八
人
、
銀
工
九
人
、
革
工
二
人
、
漆
工
六
人
、
夫ふ

八
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
五
〇
人
と
三
分
の
一
人
〈
工
四
一
人
、
夫
九
人
と

三
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
五
七
人
と
二
分
の
一
人
〈
工
四
七
人
、
夫
一
〇

人
と
二
分
の
一
人
〉。

16
内
印
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
御
璽
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
御ぎ
ょ

璽じ

一
面
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
八
両
、
錫す
ず

大
三

両
、
蜜み
つ
ろ
う蠟
大
三
両
、
調ち
ょ
う
ふ布
二
尺
、
炭
三
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上

げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
七
人
〈
蜜
蠟
で
型
を
取
る

工
二
人
、
鋳
造
工
二
人
、
研
磨
工
三
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
八
人
と
三
分
の

一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
九
人
と
三
分
の
二
人
。

17
外
印
条

［
条
文
概
要
］

太
政
官
印
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

太だ
い

政じ
ょ
う

官か
ん

印い
ん

一
面
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
、
錫す
ず

大
二
両
、

蜜み
つ
ろ
う蠟

大
二
両
、
調ち
ょ
う
ふ布
二
尺
、
炭
二
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る

労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
七
人
〈
蜜
蠟
で
型
を
取
る
工
二

人
、
鋳
造
工
二
人
、
研
磨
工
三
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
八
人
と
三
分
の
一
人
、

日
が
短
い
十
～
正
月
は
九
人
と
三
分
の
二
人
。

18
諸
司
印
条

［
条
文
概
要
］

諸
官
司
の
印
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

諸
官
司
の
印
一
面
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
四
両
、
錫す
ず

大
一

両
二
分
、
蜜み
つ
ろ
う蠟
大
一
両
二
分
、
調ち
ょ
う
ふ布
二
尺
、
炭
二
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
斗
。
作
業
量
は
、
一

日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
六
人
〈
蜜
蠟
で

型
を
取
る
工
二
人
、
鋳
造
工
二
人
、
研
磨
工
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
七
人

と
三
分
の
一
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
八
人
と
三
分
の
二
人
。

19
諸
国
印
条

［
条
文
概
要
］

諸
国
の
印
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］
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諸
国
の
印
一
面
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
二
両
、
錫す
ず

大
一
両

一
分
、
蜜み
つ
ろ
う蠟

大
一
両
一
分
、
調ち
ょ
う
ふ布

二
尺
、
炭
二
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
斗
。
作
業
量
は
、
一
日

で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
五
人
〈
蜜
蠟
で
型

を
取
る
工
一
人
、
鋳
造
工
二
人
、
研
磨
工
二
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
六
人
と

三
分
の
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
七
人
と
三
分
の
一
人
。

20
御
帳
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
が
使
う
斗
帳
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
が
お
使
い
に
な
る
斗と

帳ち
ょ
う

一
具
〈
高
さ
八
尺
一
寸
、
一
丈
二
尺
二
寸
四
方
〉
の

製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
柱
を
立
て
る
台
の
製
作
に
用
い
る
木
口
の
寸
法
が
横
六

寸
・
縦
七
寸
の
角
材
二
本
、
柱
の
製
作
に
用
い
る
四
寸
四
方
の
角
材
一
四
本
、
天

井
の
製
作
に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
八
本
、
純
度
の
高
い
銅
大
八
斤
、
金
ア
マ
ル

ガ
ム
小
六
両
二
分
、
水
銀
小
三
両
一
分
、
鉄
二
廷
、
膠に
か
わ

小
一
二
両
、
漆
一
斗
四
升
、

掃は
い
ず
み墨

四
升
、
刷は

け毛
の
洗
浄
に
用
い
る
油
四
合
、
木と
く
さ賊

四
両
、
矢
竹
一
〇
株
、
洗あ
ら
い
が
わ革

一

尺
四
方
、
酢
二
合
、
天
井
の
裏
に
用
い
る
白
の
綾
一
疋
五
丈
三
尺
、
天
井
の
表
に
用

い
る
帛は
く

一
疋
五
丈
三
尺
、
縫
製
に
用
い
る
糸
三
両
、
漆
の
濾
過
に
用
い
る
帛
三
尺
、

石い
わ

見み

の
真
綿
四
斤
、
調ち
ょ
う
ふ布
三
尺
、
溶
解
し
た
銅
を
注
ぐ
際
に
用
い
る
調
布
三
尺
、
拭

き
取
り
に
用
い
る
布
三
尺
、
貼
り
付
け
に
用
い
る
モ
チ
米
二
升
、
伊い

予よ

砥と

一
個
半
、

青
砥
一
枚
、
漆
と
混
ぜ
る
焼
土
一
斗
四
升
、
炭
二
斛
、
和に
こ

炭ず
み

一
一
斛
七
斗
五
升
。
作

業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は

二
四
二
人
〈
木
工
七
一
人
と
二
分
の
一
人
、
銅
工
四
二
人
と
二
分
の
一
人
、
鉄
工
八

人
、
画
工
三
人
、
漆
工
一
〇
一
人
、
天
井
に
布
帛
を
張
る
工
二
人
、
夫ふ

一
四
人
〉、

二
・
三
・
八
・
九
月
は
二
八
二
人
と
三
分
の
一
人
〈
工
二
六
六
人
、
夫
一
六
人
と
三

分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
三
二
三
人
〈
工
三
〇
四
人
、
夫
一
九
人
〉。

21
御
輿
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
が
乗
る
輿
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
が
お
乗
り
に
な
る
輿こ
し

一
具
〈
長
さ
一
丈
四
尺
、
幅
三
尺
一
寸
、
柱
の
高
さ
四
尺

八
寸
、
斗ま
す

の
内
の
長
さ
三
尺
三
寸
、
幅
三
尺
一
寸
、
脚
の
高
さ
六
寸
〉
の
製
造
に
必

要
な
物
品
は
、障
子
四
枚〈
一
枚
は
長
さ
五
尺
、高
さ
二
尺
。
一
枚
は
高
さ
四
尺
三
寸
、

幅
三
尺
五
寸
。
二
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
三
尺
二
寸
、
幅
九
寸
〉、
屋
根
一
枚
〈
長
さ

六
尺
、
幅
五
尺
四
寸
〉、
長な
が

桁け
た

と
梁は
り

・
脚
に
用
い
る
木
口
が
横
五
寸
・
縦
六
寸
の
角

材
二
本
、
壁か
べ

代し
ろ

と
平ひ
ら
だ
た
み帖

・
束つ
か
ば
し
ら柱

に
用
い
る
歩あ
ゆ
み
い
た板

二
枚
、
担
ぎ
棒
に
用
い
る
四
寸
四
方

の
角
材
二
本
、
柱
・
桁
と
屋
根
の
頂
上
に
据
え
る
飾
り
の
葱そ
う

花か

に
用
い
る
ケ
ヤ
キ
の

材
一
三
本
、
簀
子
敷
と
棉の
き
す
け梠

・
障
子
の
枠
木
に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
二
本
、
障
子

の
骨
に
用
い
る
ス
ギ
の
材
木
二
本
、
屋
根
を
支
え
る
垂
木
に
用
い
る
四
寸
四
方
の
角

材
二
六
本
〈
笠か
さ

縫ぬ
い

氏
が
提
供
す
る
〉、
屋
根
の
下
の
桟え
つ
り

に
用
い
る
真
竹
一
〇
本
、
屋

根
を
葺
く
菅す
げ
一
囲
〈
山や
ま

城し
ろ
の

国く
に

が
進
上
す
る
〉、
純
度
の
高
い
銅
大
二
三
斤
、
水
銀
小

一
五
両
、
銀
大
一
両
二
分
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
斤
一
四
両
、
釘
に
用
い
る
鉄
三
廷
、

膠に
か
わ

小
四
両
、
漆
一
斗
、
掃は
い
ず
み墨

三
升
、
油
四
合
、
伊い

予よ

砥と

一
個
半
、
青
砥
一
枚
、
障

子
に
用
い
る
紫
の
綾
四
丈
、
障
子
の
下
張
に
用
い
る
東あ
ず
ま

絁ぎ
ぬ

三
丈
五
尺
六
寸
、
障
子

の
縁へ
り

に
用
い
る
錦
一
丈
三
尺
、
縫
製
に
用
い
る
紫
の
糸
二
両
、
生
糸
六
両
、
漆
の
濾

過
に
用
い
る
帛は
く

三
尺
、
石い
わ

見み

の
真
綿
三
斤
、
調ち
ょ
う
ふ布
一
尺
五
寸
、
溶
解
し
た
銅
を
注
ぐ

際
に
用
い
る
調
布
六
尺
、
拭
き
取
り
に
用
い
る
調
布
六
尺
、
菅
の
水
漬
け
と
拭
き
取

り
に
用
い
る
商し
ょ
う
ふ布
一
段
、
障
子
の
縁
に
貼
る
薄
紙
一
六
枚
、
モ
チ
米
一
升
三
合
、
小

麦
五
合
、
焼
土
一
斗
、
炭
二
斛
七
斗
、
和に
こ

炭ず
み

五
二
斛
五
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕

上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
三
四
〇
人
〈
木
工
五
五

人
、銅
工
一
四
七
人
、鉄
工
七
人
、漆
工
六
〇
人
、画
工
七
人
、布
帛
を
張
る
工
五
人
、

縫
笠
工
二
〇
人
、
夫ふ

三
九
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
三
九
四
人
と
三
分
の
二
人

〈
工
三
五
一
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
四
三
人
と
三
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
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は
四
五
三
人
と
三
分
の
一
人
〈
工
四
〇
一
人
と
三
分
の
二
人
、
夫
五
〇
人
〉。

22
腰
輿
条

［
条
文
概
要
］

天
皇
が
乗
る
腰
輿
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

天
皇
が
お
乗
り
に
な
る
腰た

輿ご
し

一
具
〈
桁け
た

の
長
さ
一
丈
四
尺
、
幅
二
尺
九
寸
、
脚
の
高

さ
五
寸
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
桁
・
脚
の
製
作
に
用
い
る
四
寸
四
方
の
角
材

二
本
、
平ひ
ら
だ
た
み帖

・
束つ
か
ば
し
ら柱

の
製
作
に
用
い
る
歩あ
ゆ
み
い
た板

一
枚
、
鳥
居
・
高
欄
の
製
作
に
用
い
る

ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
一
〇
両
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
両
一

分
、
水
銀
小
二
分
三
銖
、
鉄
一
廷
、
漆
四
升
、
掃は
い
ず
み墨

一
升
五
合
、
油
二
合
、
帛は
く

一
尺

二
寸
、
石い
わ

見み

の
真
綿
一
斤
八
両
、
調ち
ょ
う
ふ布

四
尺
二
寸
、
伊い

予よ

砥と

半
個
、
青
砥
一
枚
、
焼

土
七
升
、
炭
六
斗
、
和に
こ

炭ず
み

三
斛
二
升
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換

算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
七
八
人
〈
木
工
二
四
人
、
銅
工
九
人
、
鉄
工

二
人
、
画
工
二
分
の
一
人
、
漆
工
三
六
人
、
夫ふ

六
人
と
二
分
の
一
人
〉、
二
・
三
・

八
・
九
月
は
九
一
人
〈
工
八
三
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
七
人
と
三
分
の
二
人
〉、
日

が
短
い
十
～
正
月
は
一
〇
四
人
〈
工
九
五
人
と
二
分
の
一
人
、
夫
八
人
と
二
分
の
一

人
〉。

23
腰
車
条

［
条
文
概
要
］

腰
車
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

腰こ
し

車ぐ
る
ま

一
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
屋や

形か
た

〈
長
さ
六
尺
、
幅
五
尺
〉、
障
子
六
枚

〈
二
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
二
尺
六
寸
、
幅
二
尺
、
四
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
二
尺
六
寸
、

幅
六
寸
五
分
〉
の
製
作
に
用
い
る
ケ
ヤ
キ
の
材
二
四
本
〈
四
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
八

尺
五
寸
、
二
寸
五
分
四
方
、
四
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
、
二
寸
五
分
四
方
、
八
本

は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
四
尺
五
寸
、
一
寸
五
分
四
方
、
二
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
、
幅

一
尺
一
寸
、
厚
さ
二
寸
五
分
、
四
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
三
尺
五
寸
、
二
寸
五
分
四
方
、

二
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
二
尺
、
径
七
寸
〉、
轅な
が
え

と
車
輪
の
製
作
に
用
い
る
イ
チ
イ
ガ

シ
の
材
七
二
本
、
柱
と
高
欄
・
鳥
居
の
製
作
に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
二
本
、
桁け
た

と

垂
木
・
箕み

形か
た

の
製
作
に
用
い
る
歩あ
ゆ
み
い
た板

四
枚
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
一
斤
二
両
、
金
ア

マ
ル
ガ
ム
小
一
〇
両
三
分
、
水
銀
小
三
両
三
分
三
銖
、
鉄
一
一
廷
、
漆
四
升
、
掃は
い
ず
み墨

一
升
五
合
、
ゴ
マ
油
・
エ
ゴ
マ
油
そ
れ
ぞ
れ
三
合
、
帛は
く

一
尺
二
寸
、
石い
わ

見み

の
真
綿
一

斤
八
両
、
伊い

予よ

砥と

一
個
半
、
青
砥
一
枚
、
白
の
綾
四
丈
、
油あ
ぶ
ら

絹ぎ
ぬ

二
丈
八
尺
、
両
面

錦
一
丈
一
尺
二
寸
、
錦
七
尺
五
寸
、
東あ
ず
ま

絁ぎ
ぬ

二
丈
二
尺
四
寸
、
練
糸
二
両
、
調ち
ょ
う
ふ布

三

丈
二
寸
、
東あ
ず
ま
む
し
ろ席

二
枚
、
苧
か
ら
む
し

大
五
両
、
屋
根
を
葺
く
た
め
の
草
二
囲
半
、
モ
チ
米
一

升
、
小
麦
一
升
、
炭
九
斗
、
和に
こ

炭ず
み

二
四
斛
六
斗
、
熬い
り
ず
み炭

五
斗
、
焼
土
五
升
。
作
業
量

は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
二
九
二

人
と
二
分
の
一
人
〈
木
工
一
一
九
人
、
銅
工
五
六
人
と
二
分
の
一
人
、
鉄
工
三
五
人

と
二
分
の
一
人
、
画
工
三
人
、
釭か
り
も

工こ
う

四
人
、
布
帛
を
張
る
工
一
二
人
、
漆
工
二
二

人
、
夫ふ

四
〇
人
と
二
分
の
一
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
三
四
一
人
、〈
工
二
九
四

人
、
夫
四
七
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
三
八
九
人
と
三
分
の
二
人
〈
工
三
三
六

人
、
夫
五
三
人
と
三
分
の
二
人
〉。

24
牛
車
条

［
条
文
概
要
］

牛
車
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

牛ぎ
っ

車し
ゃ

一
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
屋や

形か
た

〈
長
さ
八
尺
、
高
さ
三
尺
四
寸
、
幅
三

尺
二
寸
〉
の
車
輪
の
製
作
に
用
い
る
イ
チ
イ
ガ
シ
の
材
二
八
本
、
轅な
が
え

・
輻や

の
製
作

に
用
い
る
カ
シ
の
材
九
七
本
、
橧こ
し
き

の
製
作
に
用
い
る
ケ
ヤ
キ
の
材
二
本
、
博は

ふ風
四

枚
の
製
作
に
用
い
る
歩あ
ゆ
み
い
た板
四
枚
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
五
本
、
車
軸
の
木
一
本
、
純
度
の

高
い
銅
大
四
〇
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
二
〇
両
、
水
銀
小
八
両
、
鉄
四
廷
、
漆
五
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升
、
ゴ
マ
油
・
エ
ゴ
マ
油
そ
れ
ぞ
れ
四
合
、
掃は
い
ず
み墨

二
升
五
合
、
帛は
く

三
尺
、
石い
わ

見み

の
真

綿
八
両
、
調ち
ょ
う
ふ布

一
端
一
丈
二
尺
、
伊い

予よ

砥と

二
個
、
青
砥
二
枚
、
焼
土
五
升
、
白
の
綾

五
丈
、
油あ
ぶ
ら

絹ぎ
ぬ

五
丈
、
練
糸
五
両
、
出い
ず
も雲
の
席む
し
ろ

二
枚
半
、
屋
根
を
葺
く
染そ
め

苧
か
ら
む
し

四
四
両
、

炭
一
一
斛
、
和に
こ

炭ず
み

五
〇
斛
、
銀
小
八
両
〈
銅
に
混
ぜ
る
〉、
洗あ
ら
い
が
わ革

一
枚
、
木と
く
さ賊

七
両
、

モ
チ
米
三
升
、
猪
の
毛
二
把
、
釭か
り
も

一
具
、
絹
三
尺
、
糸
一
斤
四
両
、
矢
竹
二
〇
株
、

染
め
に
用
い
る
茜あ
か
ね

大
三
〇
〇
斤
、
白
米
九
斗
〈
茜
を
煮
る
際
に
用
い
る
〉、
酢
一
斛

二
斗
、
生
絹
四
尺
〈
茜
を
篩
う
の
に
用
い
る
〉、
庸よ
う

布ふ

四
尺
〈
黒
い
不
純
物
を
篩
う

の
に
用
い
る
〉、
灰
四
五
斛
〈
斤
ご
と
に
一
斗
五
升
〉、
薪
一
五
〇
荷
〈
斤
ご
と
に
半

荷
を
充
て
る
〉、
染
色
に
用
い
る
容
器
一
隻
〈
長
さ
一
丈
以
下
八
尺
以
上
、
幅
三
尺

以
下
二
尺
以
上
〉、柴
一
五
荷
、ひ
し
ゃ
く
二
本
、水み
ず
お
け

麻
笥
一
口
〈
容
量
は
四
斗
以
下
〉、

水み
ず
み
か
お
け

𤭖
麻
笥
一
口
〈
容
量
は
二
斛
〉。
苧
か
ら
む
し

割わ
り

の
雇や
と
い
め女

、
延
べ
三
〇
人
の
食
料
は
、
米
二

斗
四
升
〈
人
ご
と
に
八
合
〉、
酒
一
斗
八
升
〈
人
ご
と
に
六
合
〉、
魚
六
升
〈
人
ご
と

に
二
合
〉、
塩
六
合
〈
人
ご
と
に
二
夕
〉、
海
藻
三
連
〈
人
ご
と
に
一
把
〉。
賃
金
は

新
銭
六
〇
文
〈
人
ご
と
に
二
文
〉。
工
一
〇
三
人
、
夫ふ

九
〇
人
〈
日
の
長
短
に
関
わ

ら
ず
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
の
人
数
で
あ
る
〉。

25
屏
風
条

［
条
文
概
要
］

屏
風
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

屏
風
一
帖
〈
高
さ
五
尺
、
雁
や
草
木
な
ど
を
描
く
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
骨

組
み
の
製
作
に
用
い
る
ス
ギ
の
材
木
二
本
半
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
〈
長
さ
五
尺
二

寸
、
二
寸
四
方
〉、
角
金
具
の
製
作
に
用
い
る
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
、
花
形
の
釘

の
製
作
に
用
い
る
純
度
の
低
い
銅
大
三
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
二
両
二
分
、
水
銀
小

一
両
一
分
、
屏
風
の
表
面
に
用
い
る
白
絹
三
丈
、
屏
風
の
裏
面
に
用
い
る
縹は
な
だ

の
帛は
く

三
丈
、
番つ
が
い

に
用
い
る
緋
の
帛
五
尺
二
寸
、
縁へ
り

に
用
い
る
紫
の
綾
一
丈
四
尺
、
朱し
ゅ
し
ゃ沙

一
両
、
金こ
ん
じ
ょ
う青
一
両
、
白び
ゃ
く
し
ょ
う青
一
両
二
分
、
緑ろ
く

青し
ょ
う

六
両
、
白び
ゃ
く

緑ろ
く

二
両
、
丹に

三
両
、
同ど
う

黄お
う

三
分
、
青せ
い
た
い黛

二
分
、
胡ご
ふ
ん粉

五
両
、
中ち
ゅ
う
え
ん
じ

烟
子
二
枚
、
紫
の
土
二
両
、
金
箔
三
〇
枚
、
墨

一
廷
、
膠に
か
わ

一
四
両
、
筆
の
製
作
に
用
い
る
鹿
の
毛
二
両
、
金
箔
を
切
る
た
め
の
革

一
枚
〈
一
尺
四
方
〉、
練
糸
一
両
、
漆
二
合
、
掃は
い
ず
み墨
一
合
、
漆
の
濾
過
に
用
い
る
帛

一
尺
、
石い
わ

見み

の
真
綿
四
両
、
調ち
ょ
う
ふ布

一
尺
、
刷は

け毛
の
洗
浄
に
用
い
る
油
五
夕
、
金
箔
の

貼
り
付
け
に
用
い
る
真
綿
二
両
、
中な
か

子ご

に
用
い
る
調
布
二
尺
五
寸
、
釘
の
磨
き
に
用

い
る
調
布
三
尺
、
溶
解
し
た
銅
を
注
ぐ
際
に
用
い
る
調
布
一
尺
、
下
張
に
用
い
る

商し
ょ
う
ふ布

二
段
一
丈
、
縁
に
貼
り
付
け
る
薄
紙
一
四
枚
、
中
張
に
用
い
る
紙
六
五
枚
、
番

の
中
に
貼
り
付
け
る
紙
五
枚
、
石
灰
二
合
、
紫
の
革
一
枚
〈
長
さ
一
尺
、
幅
八
寸
〉、

モ
チ
米
二
升
、
小
麦
三
升
、
炭
五
斛
三
斗
、
和に
こ

炭ず
み

一
斛
三
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で

仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
五
二
人
〈
木
工
三

人
、
銅
工
一
五
人
、
画
工
二
〇
人
、
漆
工
二
人
、
屏
風
に
布
帛
を
張
る
工
一
一
人
、

夫ふ

一
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
六
〇
人
と
三
分
の
二
人
〈
工
五
九
人
と
三
分
の

一
人
、
夫
一
人
と
三
分
の
一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
六
九
人
と
三
分
の
一
人

〈
工
六
七
人
と
三
分
の
二
人
、
夫
一
人
と
三
分
の
二
人
〉。

26
厨
子
条

［
条
文
概
要
］

厨
子
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

厨ず

子し

一
基
〈
高
さ
四
尺
、
長
さ
五
尺
、
幅
二
尺
二
寸
、
牙く
れ
ど
こ床
の
高
さ
三
寸
五
分
〉、

脚
付
き
の
台
一
脚
〈
長
さ
五
尺
三
寸
、
幅
二
尺
五
寸
、
高
さ
八
寸
〉、
牙
床
の
製
造

に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
、
脚
付
き
の
台
に
用
い
る
歩あ
ゆ
み
い
た板
一
枚
、
脚
付
き
の
台

の
天
板
一
枚
〈
長
さ
五
尺
六
寸
、
幅
二
尺
五
寸
、
厚
さ
三
寸
〉、
棚
に
用
い
る
板
三

枚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
三
寸
、
幅
二
尺
四
寸
、
厚
さ
一
寸
五
分
〉、
壁
と
戸
に
用

い
る
板
八
枚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
、
幅
二
尺
、
厚
さ
一
寸
五
分
〉、
膠に
か
わ

小
四
両
、

漆
一
斗
、
掃は
い
ず
み墨
三
升
、
焼
土
七
升
、
純
度
の
高
い
銅
大
三
斤
、
鉄
一
廷
、
金
ア
マ
ル

ガ
ム
小
五
両
二
分
、
銀
大
三
分
、
水
銀
小
二
両
三
分
、
伊い

予よ

砥と

一
個
半
、
青
砥
一
枚
、
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油
四
合
、
帛は
く

一
尺
五
寸
、
石い
わ

見み

の
真
綿
三
斤
、
調ち
ょ
う
ふ布
九
尺
五
寸
、
炭
一
斛
七
斗
、
和に
こ

炭ず
み

四
斛
五
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長

い
四
～
七
月
は
一
六
二
人
〈
木
工
五
〇
人
、
銅
工
四
九
人
、
鉄
工
四
人
、
画
工
一
人

と
二
分
の
一
人
、
漆
工
四
七
人
、
夫ふ

一
〇
人
と
二
分
の
一
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九

月
は
一
八
九
人
〈
工
一
七
六
人
と
三
分
の
二
人
、
夫
一
二
人
と
三
分
の
一
人
〉、
日

が
短
い
十
～
正
月
は
二
一
六
人
〈
工
二
〇
一
人
、
夫
一
五
人
〉。

27
幄
条

［
条
文
概
要
］

仮
設
屋
舎
の
柱
等
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

仮
設
屋
舎
一
具
の
柱
一
八
本
〈
六
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
一
丈
四
尺
、外
周
一
尺
二
寸
、

一
二
本
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
一
丈
、
外
周
一
尺
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
四

升
五
合
、
掃は
い
ず
み墨

二
升
。
作
業
量
は
、
延
べ
七
人
。
仮
設
屋
舎
の
周
囲
等
に
張
る
幔ま
く

の

柱
一
本
〈
長
さ
一
丈
、
外
周
七
寸
〉
あ
た
り
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
二
合

二
夕
、
掃
墨
一
合
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
三

分
の
一
人
。
上
を
覆
う
幕
の
桁
一
本
〈
長
さ
一
丈
三
尺
、
外
周
一
尺
五
分
〉、
柱
二

本
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
九
尺
、
外
周
七
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
七
合
、

掃
墨
五
合
。
作
業
量
は
一
人
。

28
樋
類
条

［
条
文
概
要
］

便
器
類
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

雕え
り

木き

一
脚
〈
長
さ
一
尺
七
寸
、
幅
一
尺
三
寸
、
高
さ
一
尺
一
寸
、
木も

く工
寮り
ょ
う

が
製
造

す
る
〉、
樋ひ

一
合
〈
高
さ
九
寸
、
径
九
寸
五
分
〉、
虎お
お
つ
ぼ子
一
合
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物

品
は
、
漆
二
升
四
合
〈
雕
木
に
八
合
、
樋
に
一
升
二
合
、
虎
子
に
四
合
〉、
石い
わ

見み

の

真
綿
一
斤
、
絹
一
尺
五
寸
、
貲さ
よ
み
の
ぬ
の布
八
尺
、
調ち
ょ
う
ふ布
一
尺
五
寸
、
掃は
い
ず
み墨
一
升
、
油
二
合
、

伊い

予よ

砥と

半
個
、
青
砥
半
枚
、
炭
八
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
七
人
〈
雕
木
に
六
人
、

樋
に
八
人
、
虎
子
に
三
人
〉。

29
毬
子
条

［
条
文
概
要
］

五
月
五
日
節
で
六
日
に
使
用
す
る
毬
子
の
献
上
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

五
月
六
日
に
用
い
る
毬ま

り子
二
〇
個
〈
楊や
な
い
ば
こ筥

に
入
れ
る
〉
は
、
事
前
に
造
り
備
え
て
お

け
。
騎う
ま
ゆ
み射

終
了
後
た
だ
ち
に
武ぶ

徳と
く

殿で
ん

の
南
の
階
段
の
西
側
で
、
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

の
允じ
ょ
う

以
上

の
官
人
一
人
が
番ば
ん

上じ
ょ
う

一
人
を
率
い
て
毬
子
を
入
れ
た
楊
筥
を
持
っ
て
控
え
、
殿
上

か
ら
の
召
喚
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
献
上
せ
よ
。

30
偶
人
条

［
条
文
概
要
］

大
寒
に
宮
城
十
二
門
に
立
て
る
人
形
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

大だ
い

寒か
ん

の
日
に
諸
門
に
立
て
る
土
製
の
人ひ
と
が
た形
一
二
体
〈
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
二
尺
〉、
土
製

の
牛
一
二
頭
〈
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
二
尺
、
長
さ
三
尺
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
青

土
二
升
、
赤
土
二
升
、
白
土
二
升
、
黄
土
四
升
、
掃は
い
ず
み墨
二
升
、
酒
一
升
、
モ
チ
米
一

斗
二
升
、
藁
八
囲
、
板
二
四
枚
〈
一
二
枚
は
人
形
を
立
て
る
の
に
用
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
一
尺
五
寸
四
方
、
厚
さ
二
寸
。
一
二
枚
は
牛
を
立
て
る
の
に
用
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

長
さ
三
尺
五
寸
、
幅
一
尺
五
寸
、
厚
さ
二
寸
。
木も

く工
寮り
ょ
う

が
毎
年
製
造
す
る
〉。
作
業

量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
一
三
四
人
〈
工
九
六
人
、
夫ふ

三
八
人
〉。
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31
伊
勢
初
斎
院
条

［
条
文
概
要
］

伊
勢
斎
王
の
初
斎
院
の
調
度
品
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

伊い

勢せ

斎さ
い

王お
う

の
初し
ょ
さ
い
い
ん

斎
院
の
調
度
品

（
1
）

白
木
の
斗と

帳ち
ょ
う

一
具
〈
高
さ
八
尺
、
一
丈
四
方
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
木
口

が
横
五
寸
・
縦
六
寸
の
角
材
二
本
、
四
寸
四
方
の
角
材
一
〇
本
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
四

本
、
純
度
の
高
い
銅
大
七
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
五
両
、
水
銀
小
二
両
二
分
、
鉄

一
廷
半
、
調ち
ょ
う
ふ布

五
尺
五
寸
、
伊い

予よ

砥と

、
膠に
か
わ

小
六
両
、
木と
く
さ賊

小
三
両
、
帛は
く

一
疋
五
尺
、

白
の
絁
あ
し
ぎ
ぬ

一
疋
五
尺
、
練
糸
三
両
、
モ
チ
米
二
升
、
炭
七
斗
五
升
、
和に
こ

炭ず
み

九
斛
二
斗

五
升
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四

～
七
月
は
一
一
三
人
〈
木
工
五
三
人
と
二
分
の
一
人
、
銅
工
四
一
人
と
二
分
の
一

人
、
鉄
工
七
人
、
画
工
二
人
、
夫ふ

九
人
〉、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
三
二
人
〈
工

一
二
一
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
一
〇
人
と
三
分
の
二
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は

一
五
一
人
〈
工
一
三
八
人
と
三
分
の
二
人
、
夫
一
二
人
と
三
分
の
一
人
〉。

（
2
）

几き

帳ち
ょ
う

六
基
〈
高
さ
四
尺
の
も
の
二
基
、
三
尺
の
も
の
二
基
、
二
尺
の
も
の
二
基
〉

の
骨
組
み
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、ヒ
ノ
キ
の
材
木
三
本
〈
柱
・
横
木
に
用
い
る
〉、

木
口
の
寸
法
が
横
一
尺
・
縦
九
寸
の
角
材
一
本
〈
長
さ
三
尺
〉、
木
口
の
寸
法
が
横

七
寸
・
縦
六
寸
の
角
材
一
本
〈
長
さ
五
尺
、
み
な
柱
を
立
て
る
台
に
用
い
る
〉、
純

度
の
高
い
銅
大
八
両
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
両
、
水
銀
二
分
、
漆
一
升
五
合
、
絹
一

尺
五
寸
、
細
布
一
尺
五
寸
、
真
綿
一
〇
両
、
掃は
い
ず
み墨
五
合
、
油
三
合
、
伊
予
砥
半
個
、

青
砥
一
枚
、
炭
六
斗
、
和に
こ

炭ず
み

五
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
五
三
人
〈
木
工
二
〇
人
、
漆

工
二
〇
人
、
銅
工
一
三
人
〉。

（
3
）

高
さ
五
尺
の
屏
風
四
帖
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
ス
ギ
の
材
木
一
〇
本
〈
骨
に
用

い
る
〉、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
〈
枠
木
に
用
い
る
〉、
炭
三
斛
〈
釘
の
鋳
造
お
よ
び
金

メ
ッ
キ
に
用
い
る
〉、
和に
こ

炭ず
み

六
斛
〈
角
金
具
の
製
作
に
用
い
る
〉、
純
度
の
高
い
銅
大

三
斤
一
二
両
〈
角
金
具
の
製
作
に
用
い
る
〉、
純
度
の
低
い
銅
大
一
二
斤
〈
釘
の
鋳

造
に
用
い
る
〉、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
一
〇
両
三
分
、
水
銀
五
両
二
分
、
一い
っ
か窠

の
白
の
綾

一
二
丈
四
尺
〈
屏
風
の
表
面
に
用
い
る
〉、
縹は
な
だ

の
絁
一
二
丈
四
尺
〈
屏
風
の
裏
面
に

用
い
る
〉、
紫
の
綾
五
丈
六
尺
〈
縁へ
り

に
用
い
る
〉、
緋
の
絁
二
丈
〈
番つ
が
い

に
用
い
る
〉、

調
布
二
丈
〈
番
の
中な
か
ば
り張

に
用
い
る
〉、
商し
ょ
う
ふ布

九
段
一
丈
五
尺
〈
下
張
に
用
い
る
〉、
練

糸
一
両
〈
中
張
の
布
の
縫
製
に
用
い
る
〉、
紙
二
五
〇
枚
〈
中
張
に
用
い
る
〉、
薄
紙

五
六
枚
〈
縁
に
用
い
る
〉、
紫
の
革
一
枚
〈
長
さ
二
尺
五
寸
、
銭ぜ
に

形が
た

に
用
い
る
〉、
膠

小
四
両
〈
縁
に
塗
る
〉、
石
灰
八
合
〈
麦
粉
に
混
ぜ
る
〉、
モ
チ
米
八
升
〈
布
を
張
る

の
に
用
い
る
〉、
小
麦
一
斗
〈
紙
を
張
る
の
に
用
い
る
〉。
作
業
量
は
、
延
べ
一
四
九

人
〈
木
工
一
六
人
、
漆
工
五
人
、
鍛
冶
工
一
七
人
、
細
工
五
六
人
、
鋳
造
工
三
人
、

屏
風
に
布
帛
を
張
る
工
四
八
人
、
夫
四
人
〉。

（
4
）

移
動
の
際
の
目
隠
し
に
用
い
る
小
型
の
行こ
う
し
ょ
う障

四
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
ヒ
ノ

キ
の
材
木
二
本
、
純
度
の
高
い
銅
大
三
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
八
両
、
鑑か
が
み

銀が
ね

小
四
両
、

信し
な
の濃

布ぬ
の

一
尺
、錫す
ず

の
薄
板
六
枚
〈
八
寸
四
方
〉、細
布
六
尺
、阿に
か
わ膠

六
両
、漆
一
升
六
合
、

絹
一
尺
六
寸
、
掃
墨
四
合
五
夕
、
炭
一
斛
、
和
炭
四
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
六
〇
人

〈
木
工
一
〇
人
、
漆
工
一
〇
人
、
銅
工
二
八
人
、
錫
工
一
二
人
〉。

（
5
）

大お
お

翳さ
し
ば

の
筥
二
合
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
波は

太た

板い
た

四
枚
〈
長
さ
六
尺
、
厚
さ
一

寸
五
分
、
幅
二
尺
〉、
阿
膠
二
〇
両
、
炭
四
斗
、
錫
の
薄
板
一
〇
枚
〈
八
寸
四
方
〉、

阿
膠
一
〇
両
、
信
濃
布
四
尺
、
炭
四
斗
、
漆
四
升
、
絹
四
尺
、
真
綿
二
屯
、
細
布
四
尺
、

信
濃
布
六
尺
、
調
布
六
尺
、
掃
墨
二
升
、
焼
土
二
升
、
油
一
合
、
伊
予
砥
半
個
、
青

砥
一
枚
、
炭
二
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
六
五
人
〈
木
工
二
〇
人
、
漆
工
二
〇
人
、
錫

工
二
五
人
〉。
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（
6
）

大
笠
の
柄え

二
本
〈
志し

部べ

も
付
け
る
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木

一
本
、
錫
の
薄
板
四
枚
〈
八
寸
四
方
〉、
阿
膠
四
両
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
二
両
、

金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
両
二
分
、
鑑
銀
三
分
二
銖
、
水
銀
三
分
、
炭
二
斗
、
和
炭
八
斗
、

漆
六
合
、
掃
墨
三
合
。
作
業
量
は
、
延
べ
二
四
人
〈
木
工
四
人
、
漆
工
四
人
、
銅
工

八
人
、
錫
工
八
人
〉。

（
7
）

捧さ
さ
げ
つ
ぼ壺
二
口
〈
そ
れ
ぞ
れ
周
り
の
長
さ
一
尺
九
寸
、
高
さ
六
寸
〉、
捧
壺
の
柄
二
本

〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
八
尺
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
ケ
ヤ
キ
の
材
一
本
〈
長
さ
三

尺
、
厚
さ
七
寸
〉、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
、
錫
の
薄
板
四
枚
〈
八
寸
四
方
〉、
阿
膠
四

両
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
二
両
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
両
二
分
、
鑑
銀
三
分
三
銖
、

炭
二
斗
、
和
炭
八
斗
、
漆
六
合
、
絹
八
寸
、
真
綿
四
両
、
掃
墨
二
合
、
焼
土
二
合
。

作
業
量
は
、
延
べ
二
七
人
〈
木
工
六
人
、
漆
工
四
人
、
銅
工
八
人
、
錫
工
九
人
〉。

（
8
）

沓く
つ
ば
こ筥

一
合
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
波
太
板
半
枚
、
阿
膠
五
両
、
炭
一
斗
、
錫
の

薄
板
二
枚
半
〈
八
寸
四
方
〉、
阿
膠
二
両
二
分
、
炭
一
斗
、
漆
六
合
、
絹
八
寸
、
真

綿
四
両
、
掃
墨
三
合
、
焼
土
二
合
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
〇
人
〈
木
工
二
人
と
二
分

の
一
人
、
漆
工
三
人
、
錫
工
四
人
と
二
分
の
一
人
〉。

（
9
）

車
の
榻し
じ

一
脚
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
ケ
ヤ
キ
の
材
二
本
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五

尺
、
幅
四
寸
、
厚
さ
二
寸
〉、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
一
本
、
阿
膠
五
両
、
鉄
一
廷
、
炭
二
斗
、

純
度
の
高
い
銅
二
斤
一
〇
両
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
四
両
、
鑑
銀
一
両
二
分
、
鉄
半
廷
、

伊
予
砥
一
個
、
信
濃
布
二
丈
、
調
布
二
丈
、
錫
の
薄
板
三
枚
〈
八
寸
四
方
〉、
阿
膠

三
両
、
信
濃
布
五
尺
、
漆
一
升
五
合
、
絹
一
尺
五
寸
、
真
綿
七
両
、
細
布
一
尺
五
寸
、

信
濃
布
二
尺
、
掃
墨
五
合
、
焼
土
五
合
。
作
業
量
は
、
延
べ
四
〇
人
〈
木
工
八
人
、

漆
工
七
人
、
銅
工
一
六
人
、
錫
工
九
人
〉。

（
10
）

膳お
も
の

櫃ひ
つ

四
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
三
尺
二
寸
五
分
、
幅
二
尺
二
寸
、
深
さ
九
寸
〉、
脚
付

き
の
台
四
脚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
六
寸
、
高
さ
一
尺
七
寸
〉、
こ
れ
ら
に
赤
漆
を

塗
る
の
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
二
升
五
合
〈
膳
櫃
に
一
升
六
合
、
脚
付
き
の
台
に
九

合
〉、
朱
砂
二
〇
両
、
絹
二
尺
、
真
綿
一
屯
半
、
掃
墨
一
升
、
エ
ゴ
マ
油
一
升
二
合
、

阿
膠
八
両
、
炭
一
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
二
人
。

（
11
）

台だ
い
ば
ん盤

二
面
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
四
尺
〉、
ご
飯
を
盛
る
銀
の
器
一
合
、
銀
の
水み
ず

鋎ま
り

一
合
、

銀
の
盞
さ
か
ず
き

一
具
〈
以
上
四
種
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
標
準
作
業
量
は
既
出
〉。

（
12
）

銀
の
鍋
一
口
の
製
造
に
必
要
な
物
は
、
銀
四
〇
両
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
一
〇
両
、

金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
三
両
、
信
濃
布
一
丈
、
炭
一
石
、
和
炭
二
石
五
斗
。
作
業
量
は
、

延
べ
一
二
人
。

（
13
）

銀
の
さ
じ
四
本
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
二
四
両
、
信
濃
布
四
尺
、
炭
五
斗
、

和
炭
一
石
。
作
業
量
は
、
延
べ
八
人
。

（
14
）

手て

ゆ

へ
湯
戸
一
合
〈
胴
周
り
五
尺
、
高
さ
一
尺
四
寸
〉、
台
一
脚
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物

品
は
、
漆
二
升
五
合
、
絹
一
尺
五
寸
、
真
綿
一
屯
、
細
布
一
尺
五
寸
、
貲さ
よ
み
の
ぬ
の布
八
尺
、

掃
墨
五
合
、
焼
土
一
升
、
油
二
合
、
炭
五
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
八
人
。

（
15
）

手た

洗ら
い

一
口
〈
径
一
尺
七
寸
、
深
さ
六
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
升
、

絹
一
尺
、
真
綿
八
両
、
細
布
三
尺
、
調
布
四
尺
、
掃
墨
五
合
、
焼
土
六
合
、
炭
五
斗
。

作
業
量
は
、
延
べ
七
人
。

（
16
）

楾は
そ
う

一
合
〈
高
さ
一
尺
、
周
り
の
長
さ
二
尺
四
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、

漆
七
合
、
絹
一
尺
、
真
綿
七
両
、
細
布
二
尺
、
掃
墨
四
合
、
焼
土
五
合
。
作
業
量
は
、



142

国立歴史民俗博物館研究報告
第 218 集   2019 年 12 月

延
べ
六
人
。

（
17
）

大
壺
一
合
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
四
合
、
絹
一
尺
、
真
綿
六
両
、
細
布
一

尺
五
寸
、
掃
墨
三
合
、
焼
土
五
合
。
作
業
量
は
、
延
べ
四
人
。

（
18
）

雕え
り

木き

一
脚
〈
長
さ
一
尺
四
寸
、
幅
一
尺
八
分
、
高
さ
八
寸
〉、
樋ひ

一
合
〈
径
八
寸
、

高
さ
七
寸
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
升
八
合
、
絹
一
尺
五
寸
、
細
布
三

尺
、
掃
墨
六
合
、
焼
土
一
升
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
一
人
。

（
19
）

灯
明
台
四
基
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
一
升
二
合
、
絹
一
尺
、
真
綿
六
両
、

細
布
一
尺
、
掃
墨
四
合
、
焼
土
五
合
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
二
人
。

（
20
）

斎
王
の
居
所
に
張
る
蓋か
さ
し
ろ代

の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
調
布
一
〇
端
、
練
糸
一
絇
、

苧
か
ら
む
し

小
五
斤
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
四
人
〈
木
工
一
二
人
、
夫
二
人
〉。

（
21
）

簡
易
な
仮
設
屋
舎
の
骨
組
み
一
具
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
七
升
、
絹
五
尺
、

真
綿
二
屯
半
、
掃
墨
二
升
、
焼
土
二
升
、
青
砥
一
枚
、
炭
一
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ

四
〇
人
。

（
22
）

脚
付
き
の
腰
掛
け
一
脚
〈
六
尺
四
方
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物
品
は
、
漆
四
升
、
絹

三
尺
、
真
綿
一
二
両
、
細
布
三
尺
、
信
濃
布
六
尺
、
掃
墨
一
升
、
焼
土
一
升
、
伊
予

砥
半
個
、
青
砥
一
枚
、
炭
五
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
二
人
。

（
23
）

鎮ち
ん

子し

一
二
個
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
四
斤
、
錫
一
二
両
、

鉄
二
廷
、
炭
一
二
斛
、
和
炭
二
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
〇
〇
人
。

（
24
）

薬
袋
三
四
枚
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
木
口
の
寸
法
が
横
七
寸
・
縦
六
寸
の
角

材
一
本
、
錫
の
薄
板
一
七
枚
〈
八
寸
四
方
〉、
阿
膠
九
両
、
炭
一
斛
、
漆
六
升
八
合
、

絹
五
尺
、
真
綿
二
斤
、
調
布
二
丈
、
掃
墨
三
升
、
焼
土
二
升
、
油
五
合
、
炭
一
斛
。

作
業
量
は
、
延
べ
一
〇
〇
人
〈
木
工
四
八
人
、
漆
工
三
四
人
、
錫
工
一
八
人
〉。

32
野
宮
装
束
条

［
条
文
概
要
］

伊
勢
斎
王
の
野
宮
に
お
け
る
調
度
品
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

野の
の

宮み
や

の
調
度
品

（
1
）

白
木
の
斗と

帳ち
ょ
う

一
具
、
几き

帳ち
ょ
う

四
基
〈
高
さ
三
尺
の
も
の
二
基
、
二
尺
の
も
の
二
基
〉

の
骨
組
み
、
高
さ
五
尺
の
屏
風
四
帖
、
膳お
も
の

櫃ひ
つ

四
合
、
台だ
い
ば
ん盤

四
面
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ

四
尺
〉、
雕え
り

木き

一
具
、
大
壺
一
合
〈
以
上
七
種
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
標
準
作
業

量
は
初し
ょ
さ
い
い
ん

斎
院
と
同
じ
〉。

（
2
）

輿こ
し

一
具
〈
長
さ
一
丈
四
尺
、幅
三
尺
、高
さ
五
尺
四
寸
、斗ま
す

の
内
の
長
さ
三
尺
一
寸
〉、

障
子
四
枚
〈
一
枚
は
長
さ
四
尺
八
寸
、
幅
一
尺
八
寸
、
一
枚
は
高
さ
四
尺
一
寸
、
幅

三
尺
三
寸
五
分
、
二
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
三
尺
、
幅
六
寸
五
分
〉
の
製
造
に
必
要
な

物
品
は
、
木
口
が
横
五
寸
・
縦
六
寸
の
角
材
二
本
、
壁か
べ

代し
ろ

・
束つ
か
ば
し
ら柱
・
鳥
居
に
用
い
る

歩あ
ゆ
み
い
た板
二
枚
、
平ひ
ら
だ
た
み帖
に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
二
本
、
ケ
ヤ
キ
の
材
一
三
本
〈
そ
れ
ぞ

れ
長
さ
五
尺
、
二
寸
四
方
。
た
だ
し
一
本
は
一
尺
四
方
〉、
担
ぎ
棒
に
用
い
る
四
寸

四
方
の
角
材
二
本
、
障
子
の
骨
組
み
に
用
い
る
ス
ギ
の
材
木
二
本
、
純
度
の
高
い
銅

大
四
六
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
一
斤
一
二
両
、
銀
大
一
両
、
水
銀
小
一
四
両
、
鉄
三

廷
、
炭
二
斛
一
斗
、
和に
こ

炭ず
み

五
〇
斛
五
斗
、
漆
九
升
、
掃は
い
ず
み墨
二
升
、
焼
土
一
斗
、
帛は
く

三

尺
、
油
三
合
、
浅
紫
の
纈ゆ
は
た

の
帛
三
丈
六
尺
、
東あ
ず
ま

絁ぎ
ぬ

三
丈
六
尺
、
錦
一
丈
三
尺
、
紫

の
糸
二
両
、
生
糸
六
両
、
石い
わ

見み

の
真
綿
三
斤
、
調ち
ょ
う
ふ布
一
丈
三
尺
五
寸
、
商し
ょ
う
ふ布
一
段
、

苧
か
ら
む
し

小
一
斤
、
薄
紙
一
五
枚
、
膠に
か
わ

小
四
両
、
伊い

予よ

砥と

一
個
、
モ
チ
米
一
升
三
合
、
小
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麦
五
合
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が
長
い
四

～
七
月
は
三
二
九
人
〈
木
工
四
七
人
、
銅
工
一
四
七
人
、
鉄
工
七
人
、
漆
工
一
〇

人
、
画
工
七
人
、
布
帛
を
張
る
工
五
人
、
笠
を
作
る
工
二
〇
人
、
夫ふ

三
八
人
〉、
二
・

三
・
八
・
九
月
は
三
八
四
人
〈
工
三
三
八
人
と
二
分
の
一
人
、
夫
四
五
人
と
二
分
の

一
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
四
四
八
人
〈
工
三
九
五
人
、
夫
五
三
人
〉。

（
3
）

腰た

輿ご
し

一
具
〈
長
さ
一
丈
二
尺
、
幅
二
尺
九
寸
、
斗
の
内
の
長
さ
三
尺
、
脚
の
高
さ
五

寸
〉、
障
子
二
枚
〈
一
枚
は
長
さ
五
尺
、
幅
二
尺
、
一
枚
は
長
さ
五
尺
、
幅
二
尺
二

寸
〉、
桁
に
用
い
る
四
寸
四
方
の
角
材
二
本
、
壁
代
・
梁
に
用
い
る
歩
板
一
枚
、
高

欄
・
鳥
居
等
に
用
い
る
ヒ
ノ
キ
の
材
木
半
本
、
障
子
の
骨
組
み
に
用
い
る
ス
ギ
の
材

木
一
本
、
純
度
の
高
い
銅
大
一
二
斤
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
小
七
両
、
水
銀
小
三
両
二
分
、

鉄
一
廷
、
漆
四
升
、
掃
墨
一
升
、
帛
一
尺
二
寸
、
石
見
の
真
綿
一
斤
八
両
、
調
布
七

尺
二
寸
、
油
二
合
、
浅
紫
の
纈
の
帛
二
丈
六
尺
、
東
絁
二
丈
六
尺
、
錦
八
尺
、
浅
紫

の
糸
二
分
、
練
糸
二
分
、
薄
紙
八
枚
、
阿に
か
わ膠

小
二
分
、
伊
予
砥
、
青
砥
、
モ
チ
米
六

合
、
小
麦
五
合
、
炭
一
石
、
和
炭
一
四
斛
二
斗
五
升
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～

七
月
は
一
五
一
人
と
二
分
の
一
人
〈
木
工
二
五
人
、
銅
工
五
九
人
、
鉄
工
二
人
、
漆

工
三
六
人
、
画
工
三
人
、
布
帛
を
張
る
工
三
人
、
夫
一
三
人
と
二
分
の
一
人
〉、
二
・

三
・
八
・
九
月
は
一
八
〇
人
〈
工
一
六
三
人
と
三
分
の
一
人
、
夫
一
六
人
と
三
分
の

二
人
〉、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
二
〇
五
人
と
三
分
の
二
人
〈
工
一
八
六
人
と
三
分

の
二
人
、
夫
一
九
人
〉。

（
4
）

斎さ
い

王お
う

の
輿こ
し

の
中
央
部
の
菅す
げ

の
屋
根
一
具〈
菅
と
骨
組
み
の
部
材
は
摂せ
っ

津つ
の
く
に国
が
進
上
し
、

笠か
さ

縫ぬ
い

氏し

が
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

に
参
上
し
て
製
作
す
る
〉
に
必
要
な
物
品
は
、
生
糸
六
両
、
苧

小
一
〇
両
〈
以
上
の
二
種
類
は
骨
組
み
の
部
材
を
結
ぶ
の
に
用
い
る
〉。
作
業
に
従

事
す
る
延
べ
一
〇
人
分
の
食
料
は
、
白
米
二
斗
〈
人
ご
と
に
二
升
〉、
塩
二
合
〈
人

ご
と
に
二
夕
〉、
醤ひ
し
お
か
す滓
二
升
〈
人
ご
と
に
二
合
〉、
魚
二
升
〈
人
ご
と
に
二
合
〉、
海

藻
一
斤
四
両
、
酒
六
升
〈
人
ご
と
に
六
合
〉。

（
5
）

菅
の
翳さ
し
ば

二
柄え

〈
同
じ
く
笠
縫
氏
が
作
る
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
〇
人
〉
に
必
要
な

物
品
は
、
漆
四
合
、
掃
墨
二
合
、
苧
小
一
斤
〈
結
ぶ
の
に
用
い
る
〉、
生
糸
五
両
、

石
見
の
庸
の
真
綿
四
両
〈
漆
の
濾
過
に
用
い
る
〉、
商
布
一
丈
〈
菅
の
拭
き
取
り
に

用
い
る
〉、
白
米
二
斗
、
塩
二
合
、
酒
六
升
、
海
藻
一
斤
四
両
、
醤
滓
二
升
、
魚
二
升
、

翳
の
柏か
し
わ

形が
た

四
枚
・
管つ
つ
が
ね金

二
口
・
筋す
じ

金が
ね

四
枚
の
必
要
物
は
純
度
の
高
い
銅
大
一
斤
八

両
、
金
ア
マ
ル
ガ
ム
一
両
、
水
銀
二
分
、
炭
一
斗
、
和
炭
一
石
五
斗
。
作
業
量
は
、

延
べ
三
〇
人
〈
木
工
八
人
、
漆
工
四
人
、
鍛
冶
工
四
人
、
細
工
一
三
人
、
夫
一
人
〉。

（
6
）

斎
王
の
居
所
に
張
る
蓋か
さ
し
ろ代

に
必
要
な
物
品
は
、
調
布
八
端
四
尺
〈
切
っ
て
二
〇
条
に

す
る
。
一
条
は
長
さ
一
丈
七
尺
〉、
練
糸
一
絇
、
苧
小
五
斤
。

（
7
）

同
じ
く
斎
王
が
伊い

勢せ

の
斎さ
い

宮ぐ
う

か
ら
都
に
入
る
際
に
準
備
す
べ
き
も
の
は
、
斎
王
の
輿

一
具
〈
必
要
な
物
品
と
作
業
量
は
野
宮
と
同
じ
〉。

（
8
）

高
さ
四
尺
の
屏
風
四
帖
に
必
要
な
物
品
は
、
ス
ギ
の
材
木
八
本
〈
屏
風
の
骨
の
製
作

に
用
い
る
〉、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
半
本〈
枠
木
に
用
い
る
〉、
純
度
の
高
い
銅
大
四
斤〈
角

金
具
の
製
作
に
用
い
る
〉、
純
度
の
低
い
銅
大
一
二
斤
〈
花
形
の
釘
の
鋳
造
に
用
い

る
〉、
炭
五
斛
五
斗
〈
一
斛
五
斗
は
花
形
の
釘
の
鋳
造
に
用
い
る
。
一
斛
五
斗
は
金

メ
ッ
キ
に
用
い
る
。
二
斛
は
屏
風
の
骨
を
焼
く
の
に
用
い
る
。
五
斗
は
漆
の
濾
過
に

用
い
る
〉、
和
炭
五
斛
五
斗
〈
四
斛
は
角
金
具
の
製
作
に
用
い
る
。
一
斛
五
斗
は
釘

の
鋳
造
に
用
い
る
〉、
モ
チ
米
八
升
〈
布
を
張
る
の
に
用
い
る
〉、
掃
墨
八
合
〈
漆
に

混
ぜ
合
わ
せ
る
〉、
白
の
綾
一
疋
三
丈
六
尺
〈
屏
風
の
表
面
に
用
い
る
〉、
縹は
な
だ

の
絁
あ
し
ぎ
ぬ

一
疋
三
丈
六
尺
〈
屏
風
の
裏
面
に
用
い
る
〉、
調
布
一
丈
六
尺
八
寸
〈
番つ
が
い

の
中
張
に

用
い
る
〉、黒
紫
の
絁
四
丈
九
尺
六
寸
〈
縁へ
り

に
用
い
る
〉、緋
の
絁
一
丈
六
尺
八
寸
〈
番

に
用
い
る
〉、商
布
七
段
一
丈
〈
下
張
に
用
い
る
〉、紙
二
一
二
枚
〈
中
張
に
用
い
る
〉、

薄
紙
四
六
枚
〈
縁
と
番
に
用
い
る
〉、
紫
の
革
一
枚
〈
銭
形
に
用
い
る
〉、
小
麦
一
斗
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賀
茂
装
束
条

［
条
文
概
要
］

賀
茂
斎
王
の
初
斎
院
・
野
宮
に
お
け
る
調
度
品
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
作
業
量

［
現
代
語
訳
］

賀か

茂も

の
初し
ょ
さ
い
い
ん

斎
院
と
野の
の

宮み
や

の
調
度
品

（
1
）

斗と

帳ち
ょ
う

二
具
〈
白
木
一
具
、
漆
一
具
〉、
几き

帳ち
ょ
う

一
〇
基
〈
高
さ
三
尺
の
も
の
六
基
、
一

尺
五
寸
の
も
の
四
基
〉
の
骨
組
み
。

（
2
）

屏
風
六
帖
〈
高
さ
五
尺
の
も
の
二
帖
、
四
尺
の
も
の
四
帖
〉、
金
銅
で
装
飾
し
た
牛ぎ
っ

車し
ゃ

一
具
、
移
動
の
際
の
目
隠
し
に
用
い
る
小
型
の
行こ
う
し
ょ
う障

二
枚
、
大お
お

翳さ
し
ば

二
枚
〈
平ひ
ょ
う
も
ん文

の
筥
に
入
れ
る
〉、大
笠
の
柄え

二
本
〈
平
文
、志し

部べ

も
付
け
る
〉、銀
の
捧さ
さ
げ
つ
ぼ壺

二
口
〈
平

文
の
柄
と
志
部
も
付
け
る
〉、
平
文
の
筥
二
合
、
輿こ
し

一
具
、
腰た

輿ご
し

一
具
、
屏ひ
ょ
う
さ
ん繖

二
枚
、

大
型
の
行
障
四
枚
、
小こ
さ
し
ば翳

の
筥
一
合
、
簡
易
な
仮
設
屋
舎
の
骨
組
み
二
具
〈
以
上
の

製
造
に
必
要
な
物
品
と
標
準
作
業
量
は
既
出
〉。

（
3
）

櫛
の
机
一
具
〈
長
さ
一
尺
五
寸
、
幅
一
尺
三
寸
、
足
の
高
さ
九
寸
〉
の
製
造
に
必

要
な
物
品
は
、
波は

多た

板い
た

一
枚
、
ヒ
ノ
キ
の
材
木
半
本
、
阿に
か
わ膠
一
〇
両
、
炭
二
斗
一

升
、
切き
り

釘く
ぎ

二
〇
本
、
漆
一
升
二
合
、
掃は
い
ず
み墨
三
合
、
焼
土
三
合
、
真
綿
六
両
、
絹
一
尺
、

手て
づ
く
り作
の
布
一
尺
。
作
業
量
は
、
延
べ
九
人
〈
木
工
六
人
、
漆
工
三
人
〉。

（
4
）

膳お
も
の

櫃ひ
つ

三
合
〈
脚
付
き
の
台
と
担
ぎ
棒
も
付
け
る
〉、
樽
一
荷
、
ご
飯
を
盛
る
銀
の
鋺ま
り

一
合
、
銀
の
水み
ず

鋎ま
り

一
合
、
銀
の
盞
さ
か
ず
き

一
合
、
銀
の
盤さ
ら

二
枚
〈
以
上
の
製
造
に
必
要
な

物
品
と
標
準
作
業
量
は
既
出
〉。

（
5
）

銀
の
箸
三
具
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
八
寸
四
分
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
小
十
二

両
、
和に
こ

炭ず
み

三
斗
。
作
業
量
は
、
一
日
で
仕
上
げ
る
労
働
量
に
換
算
し
た
場
合
、
日
が

二
升
〈
紙
を
貼
り
付
け
る
の
に
用
い
る
〉、
漆
八
合
〈
枠
木
を
塗
る
の
に
用
い
る
〉、

金
ア
マ
ル
ガ
ム
一
〇
両
二
分
、
水
銀
五
両
一
分
〈
釘
と
角
金
具
の
金
メ
ッ
キ
に
用
い

る
〉。
作
業
量
は
、
延
べ
一
四
九
人
〈
木
工
一
六
人
、
漆
工
五
人
、
鍛
冶
工
一
七
人
、

夫
四
人
、
細
工
五
六
人
、
鋳
工
三
人
、
布
帛
を
張
る
工
四
八
人
〉。

（
9
）

斎
王
の
輿
の
屋
根
一
枚
に
必
要
な
物
品
は
、
油あ
ぶ
ら
ぎ
ぬ絁

一
丈
六
尺
二
寸
、
調
布
一
丈
六
尺

二
寸
。
作
業
量
は
、
延
べ
三
人
〈
漆
工
〉。

（
10
）

赤
漆
を
塗
る
斎
王
の
膳
櫃
六
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
二
尺
三
寸
、
幅
二
尺
二
寸
、
深
さ

八
寸
二
分
〉、
脚
付
き
の
台
六
脚
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
五
尺
七
寸
五
分
、
幅
二
尺
三
寸
、

高
さ
一
尺
七
寸
〉、
担
ぎ
棒
一
六
本
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
九
尺
、
周
り
の
長
さ
六
寸
五

分
〉、
韓か
ら
び
つ櫃

一
合
〈
長
さ
二
尺
六
寸
、
幅
一
尺
七
寸
、
深
さ
一
尺
一
寸
〉
に
必
要
な

物
品
は
、
漆
六
升
六
合
、
石
見
の
庸
の
真
綿
二
斤
、
エ
ゴ
マ
油
一
升
八
合
、
炭
一
斛

〈
漆
の
濾
過
と
塗
り
に
用
い
る
〉。
作
業
量
は
、
延
べ
四
九
人
〈
斎
王
の
膳
櫃
と
脚
付

き
の
台
に
三
六
人
、
担
ぎ
棒
一
六
本
に
五
人
、
韓
櫃
に
三
人
、
夫
五
人
〉。

（
11
）

黒
漆
を
塗
る
斎
王
の
輿
の
前ま
え
び
つ櫃

一
合
〈
長
さ
三
尺
、
幅
九
寸
、
深
さ
八
寸
〉、
小
型

の
辛か
ら
び
つ櫃
一
合
〈
長
さ
一
尺
五
寸
、
幅
一
尺
一
寸
、
深
さ
八
寸
〉、
捧さ
さ
げ
つ
ぼ壺
二
合
〈
そ
れ

ぞ
れ
周
り
の
長
さ
一
尺
九
寸
、高
さ
六
寸
〉、捧
壺
の
柄え

二
本〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
八
尺
〉、

大
笠
の
柄
一
本
〈
長
さ
八
尺
〉、
上
を
覆
う
幕
の
柱
二
本
、
桁け
た

一
本
〈
長
さ
一
丈
五

尺
五
寸
〉、
周
囲
に
張
る
幔ま
く

の
柱
二
四
本
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
八
尺
六
寸
〉
の
漆
塗
り

に
必
要
な
物
品
は
、
漆
六
升
、
石
見
の
庸
の
真
綿
二
斤
、
貼
り
付
け
な
ど
に
用
い
る

調
布
二
尺
七
寸
〈
一
尺
五
寸
は
壺
に
貼
り
、
一
尺
二
寸
は
漆
の
濾
過
に
用
い
る
〉、

油
五
合
、
掃
墨
一
升
、
炭
一
斛
五
斗
。
作
業
量
は
、
延
べ
二
一
人
〈
斎
王
の
輿
の
前

櫃
に
四
人
、
小
型
の
辛
櫃
に
二
人
、
捧
壺
に
五
人
、
柄
に
二
人
、
大
笠
の
柄
一
本
・

幕
の
桁
一
本
に
六
人
、
幔
の
柱
二
四
本
に
六
人
、
夫
四
人
〉。
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長
い
四
～
七
月
は
三
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
四
人
と
二
分
の
一
人
、
日
が
短
い

十
～
正
月
は
六
人
。

（
6
）

銀
の
さ
じ
二
本
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
小
一
八
両
、
和
炭
二
斗
、
油
一
合
。

作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
四
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
六
人
、
日
が
短

い
十
～
正
月
は
八
人
。

（
7
）

銀
の
箸
台
二
口
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
小
四
八
両
、
炭
四
斗
、
和
炭
一
斛
、

油
二
合
、
塩
二
升
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
八
人
、
二
・
三
・
八
・
九

月
は
一
〇
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
二
人
。

（
8
）

銀
の
唾だ

こ壺
一
口
〈
口
径
八
寸
五
分
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
銀
小
七
八
両
、
炭

二
斗
、
和
炭
一
石
五
斗
、
油
一
合
五
夕
、
鉄
半
廷
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七

月
は
五
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
六
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
七
人
。

（
9
）

白
銅
の
酒
壺
一
合
〈
容
量
は
一
斗
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
大
二
〇
斤
、

油
五
合
、
鉄
三
廷
、
炭
三
〇
斛
、
和
炭
一
斛
、
信し
な
の濃
布ぬ
の

一
丈
五
尺
、
麻
縄
一
了
、
伊い

予よ

砥と

一
個
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
五
〇
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は

五
五
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
六
〇
人
。

（
10
）

白
銅
の
ひ
し
ゃ
く
一
本
〈
盤
も
付
け
る
〉
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
大
一
〇

両
、
炭
四
斛
、
油
一
合
、
信
濃
布
一
丈
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
〇

人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
一
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
四
人
。

（
11
）

白
銅
の
風ふ

炉ろ

一
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
大
三
斤
、
炭
四
斛
、
油
一
合
五

夕
、
信
濃
布
七
尺
五
寸
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
〇
人
、
二
・
三
・

八
・
九
月
は
一
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
四
人
。

（
12
）

白
銅
の
火か

炉ろ

一
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
三
斤
、
炭
四
斛
、
油
一
合
五
夕
、

信
濃
布
七
尺
五
寸
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
〇
人
、
二
・
三
・
八
・

九
月
は
一
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
四
人
。

（
13
）

朱
漆
の
台だ
い
ば
ん盤

三
面
〈
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
三
尺
、
台
も
付
け
る
〉
の
漆
塗
り
に
必
要
な
物

品
は
、
漆
九
升
、
朱
砂
三
〇
両
、
掃
墨
三
升
、
油
五
合
、
焼
土
五
升
、
真
綿
三
屯
、

絹
七
尺
、
細
布
一
丈
二
尺
、
信
濃
布
一
丈
二
尺
、
調ち
ょ
う
ふ布

一
丈
五
尺
、
伊
予
砥
一
個
、

青
砥
二
枚
、
阿
膠
一
〇
両
、
炭
一
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
二
五
人
。

（
14
）

酒さ
か

海が
め

三
合
〈
そ
れ
ぞ
れ
容
量
は
二
斗
〉
は
、
二
合
に
朱
漆
を
塗
る
の
に
必
要
な
物
品

と
し
て
、
漆
四
升
、
朱し
ゅ

砂し
ゃ

一
六
両
、
貲さ
よ
み
の
ぬ
の布

一
丈
、
絹
・
布
そ
れ
ぞ
れ
四
尺
、
真
綿�

一
斤
、
油
四
合
、
炭
一
斛
。
一
合
に
黒
漆
を
塗
る
の
に
必
要
な
物
品
と
し
て
、
漆
二
升
、�

掃
墨
七
合
、
焼
土
八
合
、
貲
布
五
尺
、
絹
・
布
そ
れ
ぞ
れ
一
尺
五
寸
、
油
一
合
、
炭

二
斗
五
升
。
作
業
量
は
、
延
べ
一
三
人
〈
朱
漆
に
八
人
、
墨
漆
に
五
人
〉。

（
15
）

下お
ろ
し
も
の食
盤ざ
ら

一
〇
枚
〈
そ
れ
ぞ
れ
一
尺
七
寸
四
方
〉
に
漆
を
塗
る
の
に
必
要
な
物
品
は
、

漆
五
升
、
朱
砂
一
二
両
、
掃
墨
二
升
、
焼
土
二
升
、
油
三
合
、
貲
布
一
丈
、
絹
六
尺
、

真
綿
三
屯
、
炭
一
斛
。
作
業
量
は
、
延
べ
三
〇
人
。

（
16
）

白
銅
の
箸
四
具
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
大
八
両
、
細
布
三
尺
、
信
濃
布
五

尺
、
油
二
合
、
炭
一
斛
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は
一
二
人
、
二
・
三
・

八
・
九
月
は
一
四
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
一
六
人
。

（
17
）

白
銅
の
さ
じ
八
本
の
製
造
に
必
要
な
物
品
は
、
白
銅
大
九
六
両
、
鉄
一
廷
半
、
細
布

五
尺
、
信
濃
布
七
尺
、
油
四
合
、
炭
八
斗
。
作
業
量
は
、
日
が
長
い
四
～
七
月
は

六
四
人
、
二
・
三
・
八
・
九
月
は
七
二
人
、
日
が
短
い
十
～
正
月
は
八
〇
人
。
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（
18
）

白
銅
の
ひ
し
ゃ
く
二
本
、
台
盤
七
面
〈
長
さ
八
尺
の
も
の
一
面
、
四
尺
の
も
の
六

面
〉、
薬
袋
三
四
枚
〈
以
上
は
人
々
に
支
給
す
る
も
の
。
た
だ
し
白
銅
の
ひ
し
ゃ
く

以
下
の
製
造
に
必
要
な
物
品
と
標
準
作
業
量
は
既
出
〉。

34
親
王
頓
料
条

［
条
文
概
要
］

親
王
と
な
っ
た
時
に
支
給
す
る
当
座
の
品

［
現
代
語
訳
］

親
王
と
な
っ
た
時
に
支
給
す
る
当
座
の
品
は
、
斗と

帳ち
ょ
う

一
具
〈
高
さ
八
尺
、
一
丈
四

方
〉、
高
さ
五
尺
の
屏
風
一
〇
帖
〈
製
造
に
必
要
な
物
品
と
標
準
作
業
量
は
既
出
〉。

35
位
記
料
条

［
条
文
概
要
］

内
記
局
に
渡
す
位
記
の
材
料
の
物
品
と
納
品
期
日
の
規
定

［
現
代
語
訳
］

内な
い

記き

局き
ょ
く

が
請
求
す
る
位い

記き

の
材
料
は
、
赤あ
か

木ぎ

の
軸
七
本
、
黄つ

げ楊
の
軸
二
〇
本
、
ホ

オ
ノ
キ
の
軸
一
〇
〇
本
。
こ
れ
ら
は
毎
年
十
二
月
に
納
品
せ
よ
。

36
黄
楊
条

［
条
文
概
要
］

内
匠
寮
に
収
納
さ
れ
る
黄
楊
の
木
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

毎
年
内た
く
み匠
寮り
ょ
う

に
納
入
さ
れ
る
黄つ

げ楊
の
木
の
数
量
は
、
参み

河か
わ
の

国く
に

か
ら
は
六
本
、
土と

左さ
の

国く
に

か
ら
は
七
本
。

37
的
条

［
条
文
概
要
］

大
射
等
の
的
を
描
く
画
師
を
木
工
寮
に
派
遣
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

木も

く工
寮り
ょ
う

が
製
造
す
る
、
大た
い
し
ゃ射

・
賭の
り
ゆ
み射

・
騎う
ま
ゆ
み射

で
使
う
的ま
と

は
、
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

の
画え

師し

を
派

遣
し
て
塗
り
描
か
せ
よ
。

38
番
上
工
条

［
条
文
概
要
］

番
上
工
に
支
給
す
る
食
料
米
の
額
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

番ば
ん

上じ
ょ
う

工こ
う

四
八
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
に
玄
米
二
升
を
支
給
せ
よ
。

39
作
物
衣
条

［
条
文
概
要
］

長
上
工
・
番
上
工
へ
の
作
業
着
の
支
給
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

長ち
ょ
う

上じ
ょ
う

工こ
う

・
番ば
ん

上じ
ょ
う

工こ
う

に
支
給
す
る
作
業
着
は
、
五
月
十
一
日
に
奏
上
せ
よ
〈
調ち
ょ
う
ふ布
で

支
給
す
る
〉。

40
史
生
以
下
禄
条

［
条
文
概
要
］

史
生
以
下
雑
工
以
上
の
給
与
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

史し
し
ょ
う生
以
下
雑ざ
っ
く工
以
上
に
支
給
す
る
勤
務
成
績
・
技
能
水
準
別
の
給
与
は
、
五
月
十
六

日
に
奏
上
せ
よ
〈
庸よ
う

布ふ

で
支
給
す
る
〉。
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41
雑
工
条

［
条
文
概
要
］

雑
工
の
転
任
、
解
任
、
交
替
に
関
す
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

雑ざ
っ
く工

は
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

の
提
出
す
る
申
請
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
他
の
職
種
に
遷
っ
て
は
な

ら
な
い
。
高
齢
で
あ
っ
た
り
体
が
弱
く
出
仕
で
き
な
い
者
は
、
郷
土
に
帰
還
す
る
こ

と
を
許
可
し
、
そ
の
後
替
わ
り
の
者
を
報
告
し
て
任
命
せ
よ
。

42
典
薬
直
条

［
条
文
概
要
］

典
薬
寮
の
医
師
一
人
を
内
匠
寮
に
置
く
規
定

［
現
代
語
訳
］

典て
ん

薬や
く

寮り
ょ
う

の
医
師
一
人
を
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

に
勤
務
さ
せ
よ
。

43
六
衛
府
直
条

［
条
文
概
要
］

六
衛
府
の
舎
人
を
内
匠
寮
に
置
く
規
定

［
現
代
語
訳
］

六ろ
く

衛え

府ふ

の
舎と
ね
り人
そ
れ
ぞ
れ
二
人
を
内た
く
み匠
寮り
ょ
う

に
勤
務
さ
せ
よ
。

44
縫
物
条

［
条
文
概
要
］

裁
縫
を
要
す
る
物
品
を
大
蔵
省
に
送
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

裁
縫
を
必
要
と
す
る
物
品
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
物
品
を
大お
お

蔵く
ら

省し
ょ
う

に
持
っ
て
行

き
、
大
蔵
省
は
量
に
か
か
わ
ら
ず
受
け
取
っ
て
宮
人
に
裁
縫
さ
せ
よ
。

45
不
仕
条

［
条
文
概
要
］

欠
勤
者
分
の
食
料
米
を
内
匠
寮
内
の
雑
用
に
充
て
る
規
定

［
現
代
語
訳
］

支
給
さ
れ
ず
に
残
っ
た
欠
勤
者
分
の
食
料
米
や
追
加
支
給
米
は
、
内た
く
み匠

寮り
ょ
う

内
の
雑

用
に
充
て
よ
。

延
喜
式
巻
第
十
七

延え
ん

長ち
ょ
う

五
年
十
二
月
二
十
六
日

外げ

従じ
ゅ

五ご

位い
の

下げ

行ぎ
ょ
う

左さ

大だ
い

史し

臣し
ん

阿あ

刀と

宿の
す

祢く
ね

忠た
だ

行ゆ
き

従じ
ゅ

五ご

位い
の

上じ
ょ
う

行
勘か

解げ

由ゆ
の

次す

官け

兼
大だ
い

外げ

記き･

紀き

伊い

権ご
ん

介の
す
け

臣
伴と
も
の
す
く
ね
ひ
さ
な
が

宿
祢
久
永

従じ
ゅ

四し

位い
の

上じ
ょ
う

行
神じ
ん

祇ぎ

伯は
く

臣
大お
お
な
か
と
み
の
あ
そ
ん
や
す
の
り

中
臣
朝
臣
安
則

大だ
い

納な

言ご
ん

正し
ょ
う

三さ
ん

位み

兼
行
民み
ん

部ぶ

卿き
ょ
う

臣
藤ふ
じ
わ
ら
の
あ
そ
ん
き
よ
つ
ら

原
朝
臣
清
貫

左さ

大だ
い

臣じ
ん

正し
ょ
う

二に

位い

兼
行
左さ

近こ
の

衛え

大た
い

将し
ょ
う･

皇こ
う

太た
い

子し

傅ふ

臣
藤
原
朝
臣
忠た
だ
ひ
ら平
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【
補　

考
】

［
補
考
1
］
内
匠
寮
の
木
工

神
戸
航
介

　

内
匠
式
1
大
極
殿
飾
条
で
は
、
元
日
朝
賀
の
前
日
に
内
匠
寮
の
官
人
が
「
木
工

長
上
雑
工
等
」
を
率
い
て
大
極
殿
の
高
御
座
を
装
飾
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇

所
に
つ
い
て
訳
注
本
は
、
木
工
式
34
節
会
等
幄
幔
条
に
、

凡
諸
節
及
公
会
処
応
レ
設
二
幄
幔
一
者
、
寮
依
レ
例
預
樹
二
柱
桁
。一

と
あ
る
の
を
参
照
し
、
木
工
寮
所
属
の
長
上
工
・
番
上
工
を
内
匠
寮
官
人
が
引
率
す

る
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
木
工
式
が
規
定
す
る
の
は
節
会
等
に
お
け
る

幄
・
幔
の
設
置
に
つ
い
て
で
あ
り
、
内
匠
式
1
条
が
規
定
す
る
高
御
座
の
装
束
で
は

な
い
。
内
蔵
式
29
元
日
装
束
条
で
も
大
極
殿
の
装
束
は
内
匠
・
主
殿
・
掃
部
寮
が

共
同
で
行
な
う
と
さ
れ
て
お
り
、
木
工
寮
の
関
与
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
内
匠
式

3
諸
節
条
や
『
儀
式
』
第
六
・
元
日
御
豊
楽
院
儀
に
よ
れ
ば
、
豊
楽
院
の
高
御
座
の

舗
設
も
内
匠
寮
の
官
人
が
「
雑
工
」
を
率
い
て
行
な
う
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

内
匠
寮
所
属
の
雑
工
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
内
匠
式
1
条
の
「
木

工
長
上
雑
工
等
」
は
、
内
匠
寮
所
属
の
木
工
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
儀

式
』
第
六
・
元
正
朝
賀
儀
で
は
内
匠
寮
と
兵
庫
寮
が
そ
れ
ぞ
れ
「
工
部
・
鼓
吹
戸
等
」

を
率
い
て
大
極
殿
南
庭
の
幢
を
立
て
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
内
容
で
あ
る
兵

庫
式
1
元
日
即
位
条
で
は
「
率
二
内
匠
寮
一
人
・
鼓
吹
戸
卌
人
一
」
と
あ
り
、
内
匠

式
1
条
後
段
の
規
定
と
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
工
部
」
も
内
匠
寮
所
属
の

工
人
で
あ
る
。

　

内
匠
寮
は
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
新
設
さ
れ
た
令
外
官
で
あ
り
、
大
同
三
年

（
八
〇
八
）
正
月
に
画
工
司
と
漆
部
司
が
併
合
さ
れ
、
そ
の
後
、『
類
聚
三
代
格
』
所

収
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
八
月
二
十
八
日
太
政
官
符
に
よ
っ
て
職
能
別
の
工
人
の
人

員
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
仁
藤
敦
史
氏
に
よ
れ
ば
、
内
匠
寮
設
置
当
初
か

ら
下
級
技
術
者
の
定
員
は
定
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
が
〔「
内
匠
寮
の
成
立
と
そ
の
性

格
」『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
八
五
年
〕、
大
同
四

年
に
至
っ
て
職
能
別
に
再
編
成
さ
れ
整
備
・
拡
充
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仁
藤
氏
は
、

品
部
雑
戸
制
に
基
づ
か
ず
に
技
術
者
を
職
能
別
に
恒
常
的
に
組
織
し
、
官
人
と
し
て

し
か
る
べ
き
処
遇
を
与
え
る
体
制
を
設
け
た
点
に
大
同
の
内
匠
寮
整
備
の
意
義
を
見

い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
大
同
四
年
官
符
に
よ
れ
ば
、
内
匠
寮
に
は
長
上
の

木
工
二
人
（
狩
野
文
庫
本
で
は
三
人
）
と
番
上
の
木
工
二
十
人
が
所
属
し
て
い
た
。

　

内
匠
寮
所
属
の
工
人
に
つ
い
て
は
、
内
匠
式
38
～
41
条
で
そ
の
給
与
や
任
用
を
規

定
し
て
い
る
が
、
41
雑
工
条
で
は
、
内
匠
寮
所
属
の
雑
工
は
内
匠
寮
の
申
文
に
よ
ら

な
け
れ
ば
他
の
官
司
に
遷
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
39
・
40
条

で
規
定
さ
れ
て
い
る
長
上
工
・
番
上
工
ら
へ
の
給
与
は
、
上
奏
を
経
て
請
求
さ
れ

る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
（
な
お
、「
訳
注
本
」
で
は
39
条
に
見
え
る
支
給
物
に
「
作

物
・
衣
」
と
の
読
み
を
採
用
し
て
い
る
が
、
調
布
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
作
物

衣
」
す
な
わ
ち
作
業
着
と
い
う
名
目
で
の
支
給
で
あ
ろ
う
）。
35
条
で
内
記
が
請
求

す
る
位
記
の
材
料
も
、
内
記
式
16
位
記
料
物
条
に
、
使
用
数
を
計
算
し
た
奏
文
を
作

成
し
て
内
侍
を
通
じ
て
上
奏
し
た
後
、
内
侍
所
・
蔵
人
所
・
内
匠
寮
か
ら
受
け
取
る

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
官
衙
の
作
業
用
物
品
や
下
級
職
員
へ
の
給
与
が
上
奏
を
経
て

支
出
さ
れ
る
こ
と
は
特
異
で
あ
り
〔
拙
稿
「
律
令
官
衙
財
政
の
基
本
構
造
」『
史
学
雑
誌
』

一
二
六
―
一
一
、
二
〇
一
七
年
〕、
内
匠
式
7
朱
漆
条
補
考
（
後
掲
の
補
考
4
）
と
も

合
わ
せ
、
内
廷
的
性
格
を
も
つ
内
匠
寮
の
財
政
上
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
内
匠
寮

の
内
廷
的
性
格
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
学
が
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
所
属
工
人
の
存
在
形
態
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
性
格
が
う
か
が
え
よ
う
。
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［
補
考
2
］
五
月
五
日
節
の
武
徳
殿
に
お
け
る
設
営

神
戸
航
介
・
古
田
一
史　
　

内
匠
式
4
五
月
五
日
条
（
以
下
「
本
条
」）
で
は
、
五
月
五
日
節
の
武
徳
殿
に
お

け
る
設
営
に
関
し
て
、「
構
立
斗
帳
又
軟
障
台
二
基
」
と
記
し
て
お
り
、
訳
注
本
は

こ
の
部
分
を
「
構
二
立
斗
帳
又
軟
障
台
二
基
一
」（「
斗
帳
ま
た
は
軟
障
台
二
基
を
構

え
立
て
よ
」）
と
読
み
下
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
条
後
半
部
分
に
お
い
て
、
神
泉
苑
儀
の
際
に
は
斗
帳
に
加
え
て
軟

障
台
十
基
を
立
て
る
（「
其
神
泉
苑
立
二
斗
帳
一
亦
同
。
但
軟
障
台
十
基
〈
御
帳
東
西

各
五
基
。〉」）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斗
帳
と
軟
障
台
は
同
時
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
本
条
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、『
儀
式
』

巻
第
六
・
元
日
豊
楽
院
儀
に
は
、

前
一
日
、
内
匠
寮
官
人
率
二
雑
工
等
、一
構
二
立
御
斗
帳
於
豊
楽
殿
高
御
座
上
、一

図1　武徳殿図

立
二
軟
障
台
九
基
於
高
御
座
東
西
一
〈
五
基
高
御
座
東
西
四
間
、
一
基
当
二
西
一

戸
一
立
、
三
基
立
二
殿
西
二
間
。一〉

と
あ
り
、
軟
障
台
は
斗
帳
と
は
別
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本

条
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
御
座
と
な
る
斗
帳
に
加
え
て
軟
障
台
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
の
武
徳
殿
に
お
け
る
設

営
を
規
定
す
る
部
分
は
、「
構
二
立
斗
帳
一
又
軟
障
台
二
基
」（「
斗
帳
を
構
え
立
て
よ
。

ま
た
軟
障
台
二
基
」）
と
読
み
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
掲
部
分
に
続
け
て
、「
御
座
の
壇
よ
り
南
西
二
間
に
立
て
よ
」（「
立
二
御
座
壇

以
南
西
二
間
一
」）
と
の
注
記
が
あ
る
の
で
、本
条
は
「
御
座
壇
」
に
斗
帳
を
設
置
し
、

「
以
南
西
二
間
」
に
軟
障
台
を
立
て
る
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

こ
で
次
に
、
本
条
が
規
定
し
て
い
る
、
五
月
五
日
節
の
武
徳
殿
に
お
け
る
軟
障
台
の

具
体
的
な
配
置
を
復
原
し
て
み
た
い
。

『
大
内
裏
図
考
證
』
巻
第
五
に
見
え
る
武
徳
殿
の
復
原
を
参
考
に
す
る
と
、
武
徳
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殿
は
廂
を
含
め
て
東
西
四
間
・
南
北
九
間
の
建
物
で
、
四
方
の
廂
を
除
い
た
母
屋
と

呼
ば
れ
る
空
間
は
東
西
二
間
・
南
北
七
間
、
天
皇
の
御
座
に
あ
た
る
「
高
御
座
土
壇
」

（
本
条
で
は
「
御
座
壇
」
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
に
斗
帳
が
置
か
れ
た
）
は
そ
の
中
央
に

存
在
し
た
。
こ
れ
を
再
現
し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。

『
九
条
殿
記
』
五
月
節
に
は
、
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
五
月
五
日
・
六
日
に
行
わ

れ
た
節
会
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
五
月
六
日
、
左
衛
門
督
藤

原
顕
忠
が
左
馬
寮
の
十
列
奏
を
献
上
す
る
た
め
に
武
徳
殿
に
昇
っ
た
際
の
経
路
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

経
二
南
面
東
跪
階
、一
従
二
南
廂
一
西
度
、
入
二
母
屋
南
妻
西
間
、一
於
二
南
第
二
間

軟
障
下
、一
跪
置
レ
弓
付
二
内
侍
一
〈
須
下
待
レ
得
二
内
侍
一
之
後
置
上レ
弓
、
而
内
侍

未
レ
出
之
前
置
レ
弓
、
頗
似
三
无
二
便
宜
。一〉
亦
跪
取
レ
弓
帰
着
レ
座
。

先
に
見
た
通
り
、
武
徳
殿
の
母
屋
は
南
北
七
間
で
、
御
座
壇
が
中
央
の
一
間
を
占
め

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
顕
忠
が
内
侍
と
接
触
し
た
「
南
第
二
間
軟
障
」
と
は
、
御
座

か
ら
南
に
数
え
て
も
、
母
屋
南
端
か
ら
北
に
数
え
て
も
第
二
間
目
に
懸
け
ら
れ
て
い

た
軟
障
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

『
北
山
抄
』
巻
第
八
大
将
儀
・
駒
牽
に
は
、「
御
馬
奏
」
を
奏
上
す
る
際
の
経
路

と
し
て
、

昇
レ
自
二
南
面
東
階
、一
経
二
南
庇
出
居
座
前
、一
入
レ
自
二
母
屋
南
妻
西
間
、一
至
二
南

第
二
間
散
楽
軟
障
北
端
、一
跪
置
レ
弓
、
起
付
二
内
侍
、一
取
レ
弓
右
廻
、
復
二
本
座
。一

と
あ
っ
て
、『
九
条
殿
記
』
の
記
述
と
一
致
す
る
。
延
喜
掃
部
式
44
牽
駒
条
に

廿
八
日
〈
小
月
廿
七
日
、〉
牽
駒
。
武
徳
殿
供
二
御
座
、一
并
設
二
親
王
已
下
出
居

已
上
座
一
。
又
後
殿
供
二
御
座
、一
設
二
女
官
座
幄
下
、一
御
膳
所
立
二
軽
幄
。一

と
あ
り
、
ま
た
五
月
六
日
の
装
束
を
定
め
る
同
式
46
六
日
装
束
条
に

六
日
装
束
、
同
二
牽
駒
日
儀
。一

と
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、『
九
条
殿
記
』
と
『
北
山
抄
』
に
お
け
る
設
営
は
ほ
と

ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
、『
九
条
殿
記
』
の
「
南
第
二

間
軟
障
」
と
は
、『
北
山
抄
』
で
「
南
第
二
間
散
楽
軟
障
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ

〻

た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
延
喜
掃
部
式
45
五
月
五
日
条
に
は

五
月
五
日
、
武
徳
殿
設
二
御
座
并
親
王
已
下
参
議
已
上
之
座
。一
又
御
膳
所
立
二

軽
幄
一
肆
二
鋪
設
。一

と
あ
っ
て
、
先
に
見
た
四
月
駒
牽
（
お
よ
び
五
月
六
日
）
の
設
営
と
比
較
す
る
と
、

武
徳
殿
の
母
屋
に
お
け
る
装
束
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
条
に
見
え
る
軟
障
台
と
、『
九
条
殿
記
』
お
よ
び
『
北
山
抄
』
に
見
え
る
軟
障
と

は
同
様
の
位
置
に
設
置
さ
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

『
九
条
殿
記
』
に
は
、
先
に
見
た
左
馬
寮
の
十
列
奏
に
続
け
て
、
右
大
臣
藤
原
実

頼
が
右
馬
寮
の
十
列
奏
を
奏
上
す
る
際
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

右
大
臣
兼
右
大
将
〈
実
頼
〉
取
二
右
奏
、一
同
付
二
内
侍
、一
還
着
レ
座
〈
取
二
左
奏
一

之
内
侍
暫
立
留
。
亦
取
二
右
奏
一
相
共
奏
欤
。
依
レ
隔
二
軟
障
一
不
レ
能
二
具
見
。一〉

こ
の
時
参
議
以
上
は
武
徳
殿
上
に
昇
り
、
御
座
の
南
方
に
設
け
ら
れ
た
座
に
就
い
て

い
た
の
で
、
記
手
の
藤
原
師
輔
に
よ
る
「
依
レ
隔
二
軟
障
一
不
レ
能
二
具
見
一
」
と
い
う

記
述
は
、
内
侍
が
軟
障
の
後
方
へ
と
回
っ
た
た
め
、
内
侍
が
天
皇
へ
奏
上
す
る
過
程

は
公
卿
た
ち
か
ら
見
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
御
座
の
斗
帳
か
ら
南

に
二
間
目
に
は
軟
障
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
右
の
事
実
か
ら
、

軟
障
は
斗
帳
の
近
く
ま
で
を
隠
し
て
い
る
ら
し
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　

右
の
記
述
の
後
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

内
侍
従
二
御
座
坤
角
軟
陣
〔
障
〕
下
一
臨
出
〈
是
示
二
王
卿
可
レ
着
レ
座
之
由
一
也
。〉

軟
障
が
御
座
の
坤（=

南
西
）の
角
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、

本
条
に
い
う
「
御
座
以
南
西
二
間
」
と
は
、
御
座
の
南
西
角
に
あ
た
る
柱
か
ら
、
南

方
向
二
間
に
軟
障
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。先
に
顕
忠
が「
十

列
奏
」
を
奏
上
し
た
際
に
、
師
輔
が
「
須
下
待
得
二
内
侍
一
之
後
置
上レ
弓
、
未
レ
出
之

前
置
レ
弓
、
頗
以
无
二
便
宜
一
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
未
レ
出
之
前
」
な
ど
と
あ
る
こ

と
よ
り
す
れ
ば
、内
侍
は
平
常
時
に
は
斗
帳
右
後
方
の
軟
障
の
背
後
に
隠
れ
て
お
り
、

必
要
に
応
じ
て
官
人
ら
の
前
に
姿
を
現
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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以
上
か
ら
、
武
徳
殿
に
お
け
る
軟
障
台
は
、
御
座
の
右
後
方
（
南
西
方
向
）
か
ら

南
方
向
に
二
間
分
立
て
ら
れ
、
そ
こ
に
懸
け
ら
れ
た
軟
障
が
天
皇
と
官
人
と
を
つ
な

ぐ
女
官
の
経
路
へ
の
視
線
を
遮
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、先
に
見
た『
北

山
抄
』
巻
第
八
大
将
儀
・
駒
牽
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

早
旦
、
乗
輿
〈
花
輦
、〉
出
二
宜
秋
門
一
〈
承
明
・
陰
明
門
間
、
臨
時
定
レ
之
。〉

幸
二
武
徳
殿
。一
寄
二
御
輿
於
東
面
北
階
、一
左
陣
立
レ
南
、
右
陣
立
レ
北
。
御
輿
退

レ
北
。
左
次
将
度
二
階
前
一
就
レ
陣
。
少
納
言
鈴
奏
畢
、
至
二
南
面
西
階
、一
付
二
掃

司
女
官
。一
左
右
将
監
至
二
同
階
、一
付
二
御
剣
等
櫃
。一（
後
略
）

左
右
近
衛
将
監
が
持
参
す
る
「
御
剣
等
櫃
」
は
、
左
右
近
衛
式
32
行
幸
条
に
見
え

る
「
御
剣
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
九
条
殿
記
』
に
は
、
五
月
五
日
に
天
皇
が
武
徳

殿
へ
と
到
着
し
た
後
、「
帝
下
レ
輿
、
立
二
東
庇
北
第
三
間
一〈
東
面
。〉
内
侍
二
人
持
二

御
剣
・
契
御
筥
等
、一
立
二
天
皇
之
左
右
。一」と
あ
り
、
御
剣
・
大
刀
契
が
み
え
て
い
る
。

『
北
山
抄
』
か
ら
は
、
少
納
言
の
持
参
す
る
鈴
奏
と
左
右
近
衛
将
監
の
持
参
し
た

「
御
剣
等
櫃
」
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
移
動
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
村

上
天
皇
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
新
儀
式
』
第
四
臨
時
上
・
行
二
幸
神
泉

苑
一
観
二
競
馬
一
事
に
は
、
天
皇
が
馬
場
殿
に
出
御
し
た
際
に

無
二
鈴
奏
。一
但
大
刀
契
至
二
南
階
、一
掃
司
伝
取
置
二
内
侍
候
所
。一

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
刀
契
は
「
内
侍
候
所
」
に
置
か
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。『
新
儀
式
』
に
お
け
る
馬
場
殿
の
設
営
に
お
い
て
、

母
屋
西
面
五
間
懸
二
軟
障
、一（
中
略
）
西
廂
簾
内
第
二
間
第
三
間
立
二
御
屏
風
各

一
帖
、一
其
内
敷
二
畳
四
枚
一
為
二
内
侍
候
所
。一

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、「
内
侍
候
所
」
と
は
軟
障
に
よ
っ
て
区
切

ら
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
徳
殿
に
お
け
る
駒
牽
や

五
月
五
日
・
六
日
の
節
会
に
際
し
て
も
、「
御
剣
等
櫃
」
は
「
内
侍
候
所
」、
す
な
わ

ち
二
間
の
軟
障
の
裏
手
に
置
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
本
条
に
お
い
て
設
置

さ
れ
た
軟
障
台
に
懸
け
ら
れ
た
軟
障
は
、
内
侍
の
空
間
を
官
人
の
空
間
か
ら
隔
離
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、『
新
儀
式
』
に
は
、
先
に
述
べ
た
「
馬
場
殿
」
へ
の
出
御
に
関
し
て

乗
輿
出
レ
自
二
吉
方
宮
門
、一
入
二
於
永
寧
坊
一
御
二
馬
場
殿
。一

と
あ
り
、
項
目
名
と
は
異
な
り
記
述
内
容
が
朱
雀
院
へ
の
行
幸
を
想
定
し
て
書
か
れ

た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
し
か
し
、『
新
儀
式
』
は
四
つ
の
先
例
（
延
喜
八
年
・

同
十
三
年
・
同
十
八
年
・
応
和
三
年
）
を
引
用
し
て
お
り
、『
江
家
次
第
』
巻
第

十
九
・
臨
時
競
馬
事
で
の
先
例
へ
の
言
及
か
ら
、
上
記
の
う
ち
延
喜
年
間
（
九
〇
一

～
九
二
三
）
の
三
例
が
神
泉
苑
で
行
わ
れ
、
応
和
三
年
（
九
六
三
）
は
朱
雀
院
で
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、『
新
儀
式
』
は
神
泉
苑
と
朱
雀
院
を

区
別
せ
ず
、
両
者
に
共
通
の
規
定
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
延
喜
式
』
や
『
北
山
抄
』
に
見
え
る
武
徳
殿
の
舗
設
と
、『
新
儀
式
』
に
記
す

神
泉
苑
・
朱
雀
院
馬
場
殿
の
舗
設
と
が
、
一
致
し
て
軟
障
に
区
切
ら
れ
た
空
間
を
規

定
し
、
後
者
で
は
そ
こ
に
「
内
侍
候
所
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
官
人
の
空
間

と
内
侍
の
区
間
と
を
区
別
す
る
と
い
う
構
造
が
、
天
皇
出
御
儀
に
お
い
て
本
質
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
〔
吉
川
真
司
「
律
令
国
家
の
女
官
」〈『
律

令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
〇
年
〉
を
参
照
〕。

［
補
考
3
］
内
匠
式
4
五
月
五
日
条
に
お
け
る
神
泉
苑
の
設
営
規
定
に
つ
い
て古

田
一
史

延
喜
内
匠
式
4
五
月
五
日
条
（
以
下
「
本
条
」）
は
、
後
半
部
分
に
「
其
神
泉
苑

立
二
斗
帳
一
亦
同
。
但
軟
障
台
十
基
〈
御
帳
東
西
各
五
基
。〉」
と
あ
り
、
武
徳
殿
に

加
え
て
神
泉
苑
に
お
け
る
斗
帳
・
軟
障
台
の
設
営
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
本
条
に
お
け
る
五
月
五
日
節
と
神
泉
苑
と
の
関
係
性
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
訳
注
本
は
神
泉
苑
で
競
馬
が
行
わ
れ
た
事
例
も
多
い
と
頭
注

を
付
す
も
の
の
、
本
条
が
定
め
る
神
泉
苑
の
斗
帳
・
軟
障
台
が
五
月
五
日
節
に
関
わ

る
の
か
と
い
う
点
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

た
い
。
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諸
司
式
か
ら
五
月
五
日
節
の
設
営
に
関
す
る
規
定
を
探
す
と
、
太
政
官
式
101
五

月
五
日
条
・
掃
部
式
45
五
月
五
日
条
・
春
宮
式
18
進
菖
蒲
条
・
左
右
馬
式
25
五
月

五
日
条
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
五
月
五
日
節
の
場
と
し
て
武
徳
殿
の
み
を
想

定
し
て
お
り
、
神
泉
苑
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い
。

六
国
史
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

『
日
本
紀
略
』
天
長
元
年
（
八
二
四
）
六
月
庚
子
条

庚
子
、
幸
二
神
泉
苑
一
覧
二
左
右
馬
寮
御
馬
。一

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
（
八
五
七
）
三
月
丁
卯
条

丁
卯
、
有
レ
勅
、
遣
下
二
使
神
泉
苑
馬
場
、一
角
中
御
馬
之
走
足
上
也
。

『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
八
月
十
五
日
条

十
五
日
丁
卯
、
行
二
幸
神
泉
苑
。一
先
御
二
釣
台
、一
観
レ
魚
下
レ
網
。
所
レ
獲
魚
数

百
。
後
御
二
馬
埒
殿
、一
閲
二
覧
信
濃
国
貢
馬
。一（
後
略
）

『
日
本
紀
略
』の
記
事
か
ら
、
神
泉
苑
で
馬
を
見
る
と
い
う
行
事
は
九
世
紀
前
半
に

は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
か
ら
神
泉
苑
に
「
馬
場
」

が
存
在
し
た
こ
と
、『
日
本
三
代
実
録
』
か
ら
「
馬
埒
殿
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
確
か
に
神
泉
苑
に
も
平
安
宮
に
お

け
る
武
徳
殿
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
馬
埒
殿
と
馬
場
か
ら
構
成
さ
れ
る
空
間
が
存
在

し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
五
月
五
日
節
に
関
わ
る
記
事
が
見
え
な
い
こ
と
に
も

注
意
し
た
い
。『
類
聚
国
史
』
巻
七
十
三
で
も
、
五
月
五
日
節
や
駒
牽
の
場
と
し
て

神
泉
苑
が
使
わ
れ
た
記
録
は
な
く
、『
儀
式
』
巻
第
八
の
四
月
廿
八
日
牽
駒
儀
・
五

月
五
日
節
儀
・
六
日
儀
は
い
ず
れ
も
武
徳
殿
の
み
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九

世
紀
の
段
階
で
は
、
五
月
五
日
節
の
場
と
し
て
神
泉
苑
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

延
喜
式
に
お
い
て
も
五
月
五
日
節
の
場
が
武
徳
殿
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る

と
、
本
条
に
見
え
る
神
泉
苑
の
設
営
規
定
は
い
か
な
る
儀
式
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
内
匠
式
の
条
文
配
列
を
見
る
と
、
内
匠
式
1
大
極
殿
飾
条
・
内
匠
式
2
御
斎

会
条
が
大
極
殿
を
、
内
匠
式
3
諸
節
条
が
豊
楽
殿
を
装
飾
す
る
際
の
規
定
で
あ
る
。

ま
た
、
内
匠
式
5
銀
器
条
以
下
は
具
体
的
な
物
品
の
製
作
に
関
わ
る
規
定
に
な
っ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
最
初
の
条
文
か
ら
本
条
ま
で
の
四
条
文
で
、
儀
式
に
お
け
る
設

営
規
定
を
網
羅
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

諸
司
式
か
ら
神
泉
苑
を
使
用
し
て
儀
式
を
開
催
す
る
規
定
を
探
す
と
、
太
政
官
式

103
相
撲
条
・
大
蔵
式
16
相
撲
節
条
・
掃
部
式
47
相
撲
条
・
春
宮
式
22
相
撲
節
条
（
以

上
、
相
撲
節
）、
太
政
官
式
105
九
月
九
日
条
・
大
蔵
式
17
九
月
九
日
条
・
掃
部
式
49

菊
花
宴
条
（
以
上
、
九
月
九
日
節
）
の
二
つ
の
節
会
に
関
わ
る
規
定
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
条
文
配
列
か
ら
、
開
催
時
期
の
順
に
五
月
五
日
節
（
武
徳
殿
）
→
相
撲
節
（
神

泉
苑
）
→
九
月
九
日
節
（
神
泉
苑
）
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
匠
式
に
神

泉
苑
の
設
営
に
関
す
る
独
立
の
条
文
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
も
、
本
条
は
五
月
五
日

節
の
武
徳
殿
に
お
け
る
設
営
規
定
に
続
け
て
、
相
撲
節
・
九
月
九
日
節
の
神
泉
苑
に

お
け
る
設
営
規
定
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
本
条
で
い
う
「
神
泉
苑
」
と
は
具
体
的
に
神
泉
苑
内
の
ど
の
空
間
を
指
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
内
裏
式
』
九
月
九
日
菊
花
宴
式
お
よ
び

大
蔵
式
17
九
月
九
日
条
か
ら
、
九
月
九
日
節
は
神
泉
苑
正
殿
で
あ
る
乾
臨
閣
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
内
裏
式
』
七
月
七
日
相
撲
式
は
、

開
催
場
所
が
乾
臨
閣
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
空
間
構
成
を
見
る

と
、「
張
二
相
撲
司
幕
於
閣
庭
東
西
一
」「
乗
輿
御
レ
閣
」「
中
庭
」
な
ど
乾
臨
閣
お
よ

び
そ
の
前
庭
で
あ
る
「
中
庭
」
を
想
定
し
た
記
述
が
あ
る
。
ま
た
「
東
西
釣
台
辺
」

と
あ
る
が
、
東
西
釣
台
は
乾
臨
閣
の
東
西
に
接
続
す
る
左
右
閣
と
廊
に
よ
り
結
ば
れ

て
い
た
と
さ
れ
る
〔
太
田
静
六
「
神
泉
苑
の
研
究
」〈『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
年
、
初
出
は
一
九
三
七
年
〉〕。
よ
っ
て
、
相
撲
節
も
九
月
九
日
節
と
同
じ
く

乾
臨
閣
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
条
の
後
半
部
分
は
、
相
撲
節
・
九

月
九
日
節
を
想
定
し
て
、
神
泉
苑
乾
臨
閣
に
斗
帳
と
軟
障
台
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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［
補
考
4
］『
延
喜
式
』
に
み
え
る
砥
石
に
つ
い
て

神
戸
航
介

　
『
延
喜
式
』に
み
え
る
砥
石
に
つ
い
て
は
、國
下
多
美
樹「
古
代
都
城
砥
石
考
」〔『
龍

谷
大
学
考
古
学
論
集
』
一
、
二
〇
〇
五
年
〕、髙
岡
真
美
「
古
代
文
献
に
み
る
砥
石
」〔『
古

代
文
化
研
究
』
一
八
、
二
〇
一
〇
年
〕
が
、考
古
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
論
じ
て
い
る
。

両
論
文
で
も
既
に
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
修
正
を
加
え
て
『
延
喜
式
』
に
見
え
る

砥
石
関
連
規
定
を
整
理
し
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
の
中
に
は
砥
石

を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
「
砥
」「
伊
予
砥
」「
青
砥
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

表
よ
り
読
み
取
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
、
地
方
の
貢
納
に
よ
る
砥
石
の
調
達
方
法
は
、
民
部
式
下

63
交
易
雑
物
条
に
規
定
さ
れ
た
伊
予
の
交
易
雑
物
の
「
砥
」
一
八
〇
顆
と
、
内
蔵
式

54
諸
国
年
料
条
に
規
定
さ
れ
た
大
宰
府
か
ら
の
「
青
砥
」
二
〇
〇
顆
の
み
で
あ
る
。

前
者
の
伊
予
国
か
ら
の
交
易
雑
物
（
す
な
わ
ち
伊
予
砥
）
は
、
民
部
省
で
の
納
入
勘

会
を
経
た
後
、
一
般
的
な
調
物
と
同
様
大
蔵
省
に
収
納
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

後
者
は
内
蔵
寮
に
直
接
納
入
さ
れ
る
。
斎
宮
式
43
造
備
雑
物
条
で
も
、伊
予
砥
は「
申

官
請
受
」
す
な
わ
ち
斎
宮
寮
が
太
政
官
に
申
請
し
て
保
管
官
司
か
ら
出
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
青
砥
は
内
蔵
寮
か
ら
受
け
る
と
あ
る
よ
う
に
、
両
者
は
保
管

体
制
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
単
に
「
砥
」
と
あ
る
場
合
で
も
、
内

記
式
17
造
位
記
板
条
で
大
蔵
省
よ
り
「
随
損
請
換
」
す
な
わ
ち
破
損
す
る
ご
と
に

請
求
し
交
換
す
る
と
あ
る
こ
と
、
大
蔵
省
に
対
し
て
内
蔵
寮
か
ら
季
ご
と
に
「
砥
」

一
〇
顆
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
伊
予
砥
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
て

よ
い
。
こ
れ
ら
の
砥
石
を
使
用
す
る
官
司
に
目
を
向
け
る
と
、
砥
・
伊
予
砥
は
様
々

な
官
司
に
分
給
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
青
砥
は
財
政
的
独
立
性
の
強
い
斎
宮
寮
を

除
け
ば
内
蔵
寮
・
内
匠
寮
の
み
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
青

砥
は
塗
漆
・
鍍
金
な
ど
の
特
殊
な
工
程
で
の
み
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て

内
廷
的
性
格
の
強
い
内
匠
寮
で
消
費
さ
れ
る
た
め
、
伊
予
砥
と
は
別
に
内
蔵
寮
に
直

接
納
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
砥
石
の
単
位
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
で
は
「
顆
」
と
「
枚
」
の
二
種

類
が
あ
る
が
、「
顆
」
は
主
計
式
上
63
伊
予
国
条
に
、
長
さ
一
尺
三
寸
、
幅
六
寸
五

分
、
厚
さ
二
寸
七
分
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
規
格
に
の
っ
と
っ
た
形
状
の
も
の

を
「
顆
」
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
伊
予
国
や
大
宰
府
か
ら
納
入
さ
れ
た
形

の
ま
ま
分
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
「
枚
」
に
つ
い
て
は
、
内
蔵
式
の
一
例

を
除
き
全
て
が
内
匠
式
の
青
砥
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
青
砥
は
内

蔵
寮
に
納
め
ら
れ
た
後
、
ほ
と
ん
ど
が
内
匠
寮
に
分
配
さ
れ
、
そ
こ
で
板
状
の
形
態

に
加
工
さ
れ
て
利
用
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
枚
」
は
明
確
に
規

格
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

清
武
雄
二
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

堀
部
猛
（
土
浦
市
立
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

神
戸
航
介
（�

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
研
究
員
、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

古
田
一
史
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）

（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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式名 条文番号・条文名
砥 伊予砥 青砥

用途など 請求方式
顆 枚 顆 枚 無 顆 枚 無

大神宮
9機殿祭 4 神衣の織造 請官庫
12 大神宮神嘗祭 1 神嘗祭幣物
13 度会宮神嘗祭 1 神嘗祭幣物

斎宮

37 野宮年料供物
2 膳部所
1 主神司

43 造備雑物 7 2 斎宮造備雑物 青砥は内蔵寮から受け、伊
予砥は申官請受

71 年料供物
1 斎宮寮⇒膳部司
1 斎宮寮⇒薬部司

78 調庸雑物 8 京庫⇒斎宮寮
内記 17 造位記板 1 位記の製造 大蔵省より随損請換

図書
13 年料紙 1 年料紙 2万張の製造、紙を切る小刀の研磨に使用か
15 装 料 1 年料装 用度、紙の端を切る小刀の研磨に使用か

縫殿 15 年料雑物 2 年料雑物（御服所雑物？）

内蔵
47 作履料

1 靴 1両料
1 挿鞋 15 両料
1 皇后宮錦鞋 39 両料

52 年料色紙 1 年料色紙 4600 張料
53 季料 10 大蔵省⇒内蔵寮 季ごとに申省請受

陰陽 4造暦用度 1 造暦用度、紙を切る小刀の研磨に使用か 請大蔵省

内匠

7朱漆器

○ ○ 台盤 1面（長さ 8尺、広さ 3尺 3寸 3分）料
○ ○ 台盤 1面（長さ 4尺、広さ 3尺 2寸 5分）料

小半 小半 八尺台盤台 1脚（長さ 7尺 6 分、広さ 2尺 5 寸 7 分、高さ
1尺 5寸 5分）料

小半 小半 四尺台盤台 1脚（長さ 3尺 2 寸、広さ 2尺 3 寸、高さ 1尺
5寸 5分）料

8瓜刀 2 瓜を割る刀子 20 枚料
9革筥 5 4 年料革筥 20 合料
11 年料屏風 7 3 年料五尺屏風骨 50 帖料
12 年料几帳 半 1 年料几帳 8基（4尺 4基、3尺 4基）料
13 御鏡 ○ ○ 御鏡 1面（方 7寸）料
20 御帳 1半 1 御斗帳 1具（高さ 8尺 1寸、方 1丈 2尺 2寸）料

21 御輿 1半 1 御輿1具（長さ1丈4尺、広さ3尺1寸、柱の高さ4尺8寸、斗内の
長さ3尺3寸、広さ3尺一寸、脚の高さ6寸）料

22 腰輿 半 1 御腰輿1具（桁の長さ1丈4尺、広さ2尺9寸、脚の高さ5寸）
料

23 腰車 1半 1 腰車 1具料
24 牛車 2 2 牛車 1具料

26 厨子 1半 1 厨子 1 基（高さ 4尺、長さ 5尺、広さ 2尺 2 寸、牙床の高
さ 3寸 5分）料

28 樋類 半 半 雕木 1脚（長さ 1尺 7 寸、広さ 1尺 3 寸）、樋 1合（高さ 9
寸、径 9寸 5分）、虎子 1合料

31 伊勢初斎院

○ 白木斗帳 1具（高さ 8尺、方 1丈）
半 1 几帳 6基（4尺 2基、3尺 2基、2尺 2基）
半 1 大翳の筥 2合料
1 車榻 1脚料

1 軽幄骨 1具料
半 1 床 1脚（方 6尺）料

32 野宮装束 1 輿 1 具（長さ 1丈 4 尺、広さ 3尺、高さ 5尺 4 寸、斗内の
長さ 3尺 1寸）料

○ ○ 腰輿 1具（長さ 1丈 2尺、広さ 2尺 9寸、斗内の長さ 3尺、
脚の高さ 5寸）料

33 賀茂装束
1 白銅酒壺 1合料
1 2 朱漆台盤 3面（各 3尺、台を加える）料

大膳下 56 年料雑器
2 大膳職
1 侍従所

木工 27 年料 5 木工寮年料 九月一日に申省請受

主殿
20 供奉年料 1 主殿寮 （中宮も同じ）
22 寮家年料 1 主殿寮

典薬 39 年料雑物 1 典薬寮 三年一請
掃部 76 打掃布 1 掃部寮 毎年所請
内膳 23 年料 3 内膳司（刀子を研ぐ料）
主水 27 氷室雑用料 1 主水司 三年一請
勘解由 24 年料炭 1 勘解由使 三年一請
左右馬 35 馬薬 2 馬蹄の製作料 申官請受
兵庫 21 大祓横刀 2 2 二季の大祓の横刀 8口（金装 2口、烏装 6口）（麁砥） 請料造備

表　『延喜式』にみえる砥石


